
学校規模適正化第２期実施計画（案） 北千里小学校保護者説明会（第３回） 
 
１ 日 時 平成１８年７月８日（土） 
      午前１０時～午後１２時３０分 
２ 場 所 北千里小学校 多目的教室 
３ 出席者 北千里小学校ＰＴＡ会長     柳田 康人、保護者 約５０名           

吹田市教育委員会   理事   北野 敞義 
         教育企画人権室 室長   西川 俊孝 
         学校教育部   総括参事 梅田 信明 

総括参事 高橋 一秀 
               指導課 課長   冨田 卓己 
           教育企画人権室 参事   本田 正勝 
                   主幹   上西 創司 

４ 進 行 
（１）高橋総括参事 ・配布資料「第２回説明会での質問に対する回答」 

・（仮称）「吹田市立小・中学校規模適正化第２期実施計画

（案）を考える市民会議」の設置要望（回答） 
に基づき説明 

（２）質疑応答 
 

５ 質疑応答の要旨等 
※ 発言者について 
   発言者・・・・・・・・・・発言者の順にアルファベットで表記 
   北千里小学校ＰＴＡ会長・・「会長」で表記 
   教育委員会事務局・・・・・「教」で表記 
 

会長 今日の質疑応答の時間なんですけれども、いちおう私の方で司会をさせていただけ

ればというふうに思っております。なぜかと言いますと、この北千里小学校ＰＴＡの方

で、実は地域の方にもたくさん来ていただきたいということで、昨日なんですけれども、

駅前で案内のそのチラシを配付したりというようなこともありまして、地域の方も来ら

れるということを前提としておりましたので、基本的にはより多くの身のある質疑応答

の時間にさせていただければというふうに感じておりましたものですから、先ほど教育

委員会の方々に私の方で司会進行をさせていただきたいというふうに申し入れをいたし

ました。それで、ここにいらっしゃる皆さんに了承をいただければ、そのまま続けたい

と思うんですけれども、何点か皆さんにお願いがあります。１つは重複するような質問

の内容は、お気持ちがいろいろあるかと思いますけれども、できるだけ無いような形で、
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限られた１２時までの時間を有効に使いたいと思っております。もう１点は、感情的な

こともあり、そういったものをぶつけたいと思っておられる方もいらっしゃるかと思い

ますけれども、そこはぐっと感情を抑えて、質問の内容を教育委員会の方にしていただ

ければと思います。と言いますのも、質問の内容が込み入ってきますと、会場の雰囲気

がだるくなってくる場合がありますので、そういったところはさっと進めて行きたいと

思っておりますので、そのような形で進めさせていただけたらいいかなと思っています。

いいと思っておられる方はその場で拍手をしていただけたらと思います。（ここで会場内

で拍手がある。）それでは、途中で質問等されている時に、何か私の方から言う場合もあ

るかと思いますけれどもご了承いただきたいと思います。ではよろしくお願いいたしま

す。 
 
発言者Ａ氏 

Ａ 「第２回説明会での質問に対すると回答」というのをいただきましたけれども、これ

は前回私の方から質問させていただきました。適正規模について、下の方に「１２学級

以上１８学級以下を標準とするとするも統合の場合は２４学級も標準規模と決めている

ことと合わせて」というような記述がありますけれども、これは統合の場合の条件とい

うのは、「５学級以下の学校を統合する場合は」というような条件がついていると思うん

です。これはなにか飛ばしているんじゃないんですか。これを正しくちゃんと説明して

いただかないと皆さん誤解すると思いますのでここをやってください。それから、実施

するときの課題なんですけれども、お金の入っているところ、入ってないところがあり

ますよね。例えば、初めの方は入っているんですけれども、２－２案のところ、受け入

れ工事の整備、入っていません。何でなんですか。比較できませんね。きっちりとやは

り説明責任として、比較できるような形でやっていただきたいと思います。それから最

後の第４案の「藤白台小学校の増築費用が無駄になること」って書いてありますけど、

ちゃんと使っていますよね。どこが無駄なんですか。無駄と言うのであれば、空いたと

ころ皆無駄になってきますよね。これも書くんだったら全部書いてください。どういう

ことなのか、これも説明をちゃんとしていただかないと困ります。まず、ここまでいっ

たん説明をいただけますか。 
教 まずは１点目の統合の場合はうんぬんという部分が、５学級うんぬんということで、

ご質問がございまして、確かにその通りなんですけども、別に意味があって抜くという

ことではなく、そういうことも一定参考にはいたしましたけれども、基本的にはそれぞ

れの市町村の教育委員会の判断ということでございまして、吹田市教育委員会が適正規

模としております１２学級から２４学級という基本的な考え方は吹田市のような市街地

が進んでおりますような地域においては、多くの市が１２から２４ということを適正規

模と定めているということがございまして、最終的な決定はそこの部分でもって事務局

としてお話をさせていただいて、そういったことも含めて検討会議の方で一定答申をい
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ただいたということでございます。 
Ａ そうすると、多くのと言われるんであれば、その多くの基準をちゃんと示してくださ

い。よろしくお願いします。周り（の市町村）をちゃんと調べて、どこがどうなってい

るのかというのを全部調べて出すようにしてください。それから、統合のところも今言

いましたようにちゃんと説明していただかないと皆さん誤解されますので、そこについ

てもきっちりとお願いします。 
教 全て（の市町村の調査）というのは難しいかもわかりませんが、出来るだけどういう   

例があるか、どういう市がそういう例があるかということについては調べたいと思いま

す。 
Ａ 市街地と言うのであれば、その市街地の全部とは言いませんけども、少なくとも大阪

府全部とか、周りはどうなのかというのはきっちりと調べてください。多くのというだ

けの根拠を示してくださいと言っています。 
教 わかりました。それと、比較表のなかで金額的なものということですけども、金額的

な表示が難しいものがございます。どういうふうな内容での改修になるかということで、

それぞれ学校におかれております条件でありますとか、そういうことで算定が非常に難

しいということでこの中には金額は記載しておりませんが、今回我々が予算化をさせて

いただきました第１案については留守家庭児童育成室への教室の改修を除きまして、９

３８０万円の予算化をさせていただいておりました。それを基本に、この数字でわかる

範囲につきまして記載をさせていただいております。例えば、「２－２案での教室の増築、

改修というような経費が書いてないんじゃないか。」ということでございますけれども、

どういう形で増改築するかというようなところで非常に金額の違いというか、そういう

のも出てまいりますけども、藤白台小学校で、例えば給食施設の新設、全く新しく造り

かえるということでの経費については約２億ぐらいかかるということの数字は我々の方

ではつかんでおります。そういうことで、数字自体をお示しするということにつきまし

ては難しい状況もございまして、一定、今回予算をさせていただいた範囲内でお答えで

きる数字をお示しをしたということでございます。 
Ａ 案の比較をする場合、きっちりとした尺度でもって比較していただかないと困ると思

います。そういう意味で２－２案というのは、それが出来てないんですよね。正しい評

価が出来てないということできっちりするようにしてください。それから、もう１つ藤

白台小学校のこれはどういうことなんですか。 
教 藤白台小学校の増築費用が無駄になるということは、今回、藤白台小学校の児童数の

増によりまして、藤白台小学校で教室を増築させていただいたということで、そういう

校区変更をしない状況での藤白台小学校での対応というのは、今申し上げましたような、

教室を新しく増築していく、改修していくということで対応してまいりましたので、そ

ういう意味から、例えば、藤白台小学校の一部を青山台小へ校区変更するということは、

過去にそういうことをやった経費が無駄になるということで表現をさせていただいたも

 3 



のでございます。 
Ａ よくわからないんですけども、造った教室というのは活用されるわけですよね。仮に

青山台に行ったとしても。だったら別に無駄じゃないんじゃないですか。元々、小学校

って、いつも教室が足りないってどこの校長さんも言っておられます。それなら全然、

無駄じゃないじゃないですか。何でここであげるんですか。 
教 全体から見ると、無駄な経費というふうに考えられるだろうということでの表現なん

です。 
Ａ 表現が正しくないんじゃないですか。ちゃんと記載してください。ここで、ずっとこ

の議論していても進みませんので、教育委員会としての考え方をちゃんと示してくださ

い。私の言ったことも含めてです。次の質問をさせてもらいます。今回、適正化の案と

いうのは元々、青山台小学校の過少規模を解消するという目的から始まっていると思っ

ているんですけれども、ところが青山台全体の児童数が徐々に減ってきているというの

が現実です。来年の１年生をみると実は今のところ、３５人しかいません。内訳は忘れ

たんですけれども、1 丁目から 4 丁目まで全部いれて３５人なんですね。そうすると来年

入ってくる１年生はいきなり１クラスになってしまうと。これまで、小学校の説明会、

地域の説明会、こっちの方の議事録とかを見せていただくと、保護者の方、地域の方っ

ていうのは、青小の規模適正化、それから単学級解消になると。少なくともいきなりは

ならないという認識を持っていると思うんですけどね。本当に来年から１１クラスにな

るんだという認識を持っている、知っていると思いますか。同じように、市長とか市議

会、それから教育長、こういったところは本当に適正化にならないということを知って

いるんですか。元々、２年から３年の間には１１クラスになるという話はありましたけ

れども、それどころか、どんどん減っている現状を考えると１０クラス、９クラスとい

うふうにどんどん減っていきますよ。そういうことをちゃんと地域とか全部説明してい

ますか。このまま行きますと、来年度の小学校の人数がどれくらいになるのかっていう

数字をいただきましたので見てみますと、来年１年生は３５人、２年生４１人なんです

ね。それから３年生は多くて５６人、４年生は４４人、５年生は４２人、６年生は４８

人。この計画を実施されたらすぐに引っ越ししますよという声を何度か聞いたことはあ

ります。そういうふうな話を聞いている中で、本当にこの案で１１クラスどころか、本

当に１クラス（全学年単学級）になるんじゃないんですか。市教委の認識として、この

計画はこれで本当にいいと思っているのかどうかをお聞かせ願いたい。この計画は本当

にうまくいくのか、それとも失敗なのか、どっちなんですか。 
教 今回の計画では、元々、青山台小学校に単学級の発生の可能性があるということでは、

すでにいろんな説明会で申し上げてきたところです。比較検討の中で、それぞれの案を

比較する中でも、この原案については単学級の発生があるということで、その分を踏ま

えて、最終的に教育委員会として第１案を選択をさせていただいたというふうに納得さ

れるかされないかは別としまして、我々はそういうふうに考えているということで説明
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をさせていただきました。今、Ａ氏がおっしゃいましたように、１７年度で我々がやり

ました推計では、平成２１年度に単学級が発生するという予想でありましたけれども、

先ほどおっしゃられましたように平成１８年度の推計でいきますと、平成１９年度、来

年度から１年生が３５名になるという実態が推計をされております。これは１８年度推

計での話でありまして、説明会等ではまだこの新しい推計に基づいての説明はしており

ません。ただ、この青山台小学校の現状、１９年度に青山台小学校についての全学年が

単学級になるというのが、（平成１７年度作成の児童推計では）平成２１年度からという

予想がありましたけれども、来年から全学年が単学級になるというようなことも一方で

はございます。そうした青山台小学校の現状と比べますと、これも説明会で何回か申し

上げましたように、はるかに適正化に近い許容範囲の状況で推移するということで、確

かに、そういう面での子ども達に与えるマイナスというのはあるわけでございますが、

そこは教育委員会、学校というのが十分配慮してそのマイナスを軽減できるように努力

していきたいと。このことについては幾度も申し上げましたけども、状況としては統合・

校区変更をいたしました場合に、青山台小学校が単学級になるという状況が１７年度の

推計では２１年度からでしたけれども、来年から全部合わせまして１１学級になるとい

う推計が出ております。先ほども申し上げましたように、教育委員会としてはいろんな

諸案の中では、第１案が一番いいというふうに考えておりまして、そういう状況になり

ましたけれども、この案がいろんな案の中ではやはりベストだというふうには考えてお

ります。 
Ａ 皆さん納得できましたか。 
会場より できません。 
Ａ ですよね。元々、適正化になるという説明から始まって、ずっとそうやって言ってき

ている中で、減ってきたら減ってきたなりの言い訳がましいようなことばっかり言って

いますよね。どういうことなんですか。来年になったらまた変わるんですか。「実は９ク

ラスになりました。８クラスになりました。」って説明するんですか。青小は本当に何年

もつんですか。ほんの２、３年じゃないんですか。そういう２、３年のために北小を分

割して、それから、子ども達の心を傷つける。こんな大きい代償を払う必要があるんで

すか。それから、来年入ってくる１年生は、「適正規模にしましたけれども、実はこの学

年は対象外です。」と説明するんですか。今まで説明を全然してないんですよ。それで、

「大きくなりました。でもこの学年は１クラスしかありません。」では何のために北小の

子どもは犠牲になって、来年入ってくる何も知らない１年生が騙されるようなこんな案

が本当に子ども達のためなんですか。市教委としてちゃんと説明してください。 
教 今、青山台小学校の今後の現状について、ご指摘がございまして、我々はこの適正化

を検討するにあたりまして、当初２１年度から１１学級になるということで予想してお

りましたけれども、今年の５月に出しましたその児童推計では、１９年度から単学級、

全クラス、全学年が単学級になってしまうという推計がでております。児童推計につき

 5 



ましては、毎年の５月１日に、住民票、それから在校生を参考にして出しますので、毎

年、若干のそういう予測というんですか、その部分が変わってきますけども、残念なが

ら今のところ仕方がない。これでしか推計が出来ないので、それをご了解いただきたい

と思います。それで、１１学級になることについて、適正ではないというご指摘は、我々

もこの計画、代替案で説明して回っている方法が万全でないというのが、これまでも説

明をしてきましたけれども、単に我々がその数字合わせだけでやっていることではない

ということについては、すでに資料として４案をお示しをする中で、それぞれプラスマ

イナス、そういう評価を出しまして、それでその部分でこれがベストだということで選

択をしておりますので、我々が代替案で示させていただいておりますのは、単に数字だ

けでもって適正化ということではないということをご了解いただきたいと思います。 
Ａ よくわかりません、はっきり言って。元々の目的は何なんですか。適正化が出来ない

っていうのは、元々の主旨に反するんじゃないんですか。それが数字だけじゃないとか、

いろいろありますけれども、そうじゃないと思いますよ。それで、皆さんこれで何のた

めにそうしたらこの計画をやるんですか。６クラスから９クラス、１０クラス、１１ク

ラス、それぐらいにするだけのためにやるんですか。ずっとここでまたやっていても仕

方がありません。でも、皆さん納得できてないですよ、説明としてね。どう思われます

か。今までずっと同じようなこと言っています。今までは１１クラスでした。でも実際

はもっと減りそうだと。我々はそう認識しております。地域の方にそう説明されていま

すか。あなた方は都合のいいことばっかり説明しているように思えるんですけどね、議

事録を見ても。１１クラスだから適正規模に限りなく近い。では１０クラスでもそうい

うんですか。９クラスでもそういうんですか。一体何クラスになったらいいということ

なんですか。 
教 地域に対するどういう説明をしているかということにつきましては、これは同じ資料

でもって同じ説明をしていますので、だから、地域に対して私たちが故意にそういう数

値を隠しているとかそんなことはございません。きちっとそのようなことについては明

らかにしております。それから、先ほどの数値の話になりますけれども、もし例えば数

値だけで納得いただけるということでしたら、もちろん他の案、例えば２－１案なんか

は北千里小学校と青山台小学校を統合するわけですから、数字の上だけでは十分その部

分をクリアできるというふうに思うんですけれども、だから数字だけであれば、もちろ

んそういうことも取り得るというふうに思うんですけれども、我々としてはその案と今

の代替案を比較して、代替案をベストだというふうに考えているということです。 
Ａ その評価の仕方というのは客観的じゃないという指摘も前からあります。どうやって

そう決まったんだと言えば、地域の意見だとか、そういった話も耳にします。市教委と

してちゃんとこれがいいんだという説明、案を出されて４つの比較ありましたけれども、

皆さんあれでも納得できてないんですよ。また、状況も変わっていますよね。一番初め

の時は「１２クラスずっとキープできます。」という話でした。ところが、去年また状況
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が変わってきて、「２１年度から１１クラス。」、それで今見てみるとまた減りそうだと。

どんどん状況が悪化しているという現実を皆さん理解していないと思います。きっちり

とそれをまた説明会されるんですよね。ここでもきっちりとそういう認識のもとに説明

していただかないと困ります。 
教 将来推計につきましては、その都度５月１日で数値を出しますので、そのことについ

ては情報を公開するというか、そのことはきちっと説明していきたいと思います。 
Ａ ５月の推計でやられているのは、それで結構なんですけども、過去の経緯からトレン

ドっていうのが非常に大事だと思っているんですよ。今の状況を見ると、青小の人数っ

て減ってきています。青山台１丁目も減ってきています。そういうところも加味して、

本当に将来推計を出さないことにはわからないと思います。毎年その単年度だけを見て、

「これは将来大丈夫だ。」とか、「これはいける。」とかそういう話だけでは皆さん納得で

きません。きっちりとした推計を出して、少なくとも５年間１１クラスになるんだった

ら、１１クラスになるという宣言をしてください。「ならないんだったら、わしはやめる。」

というぐらいの覚悟をやってください。 
教 現時点では、そのおっしゃっている、ご要望されている数字を出すことは極めて困難

です。 
Ａ どうしてなんですか。別に市教委の中で出来ないんだったらこういう専門家のところ

にちゃんと頼めばいいじゃないですか。何で自分のところでやろうとしているんですか。

だから、自分のところでやって、その結果ずっと減ってきている。どんどん減ってきて

いるというのが、今までずっと皆、不信に思っているんですよ。なので、きっちりとや

ってください。専門家をちゃんと入れて、これはこういう推計になりますという答えを

持ってきてください。よろしくお願いします。それから、前にも地域で説明会のときに

ちょっと話しをさせていただいたんですけど、この事例というのは、統廃合がうまくい

った事例とか、うまくいかなかった事例っていっぱい過去にあると思うんですけど、今

の段階で本当にこれでうまくいけるとお思いなんですか。我々ずっと説明会を受けてお

りますけれども、これも、今現状で地域でいっぱいトラブルが起こっています。石を投

げられたとか、子ども同士でケンカしているとか。本当にこういう状況で統合は本当に

出来るのかどうか。説明会をどんどん開きますと言っていますけれども、このスケジュ

ールを聞くと、１２月の議会に条例を改正すると。そのスケジュールしか聞いていませ

ん。これまで、ずっと説明会を開いていますけども、納得できるような回答っていうの

をあまりもらった記憶はないです。過去からいろんな事例とかお持ちだと思うんですけ

ども、この問題は本当にうまくいくのかいかないのか、市教委としては判断はどうなん

ですか。これはどうやって解消していくのかっていう具体的な説明っていうのが必要だ

と思うんですけど、１２月の議会のスケジュールは結構です。そうじゃなくって、これ

から地域とそれから他の小学校、ＰＴＡ、そういった中で、どういうスケジュールで、

スケジュールっていったら駄目なんですね、どういう形で、何をやっていかなければな
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らないのか説明をお願いします。 
教 この案が実施された場合に、今いろんなことが地域の中で起こっていると、そういう

トラブルに対して、非常に心配されているということに、それは我々としてもきちっと

受け止める必要があるだろうと思います。それで、うまくいくかどうかということで言

われましたら、この案が合意できましたら、当然うまくいくような努力を、我々教育委

員会なり、現場の先生方ともご相談させてもらって、そういう努力をこれから続けてい

かないといけないということだというふうに思います。だから、うまくいくかどうかと

いうことじゃなくて、うまくいく努力を我々最大限させてもらいたいということです。 
Ａ 努力だけで、後は地域とかＰＴＡ任せなんですか。この問題は、今までもうかなりあ

っちこっちでドンパチやっています。「北小と地域ともめている。」とよそから皆から言

われています。それで、この責任は全部、市教委にあるんですよ。「努力します。」それ

だけで済むと思っているんですか。今まで起こっているいろんなことを全部把握してい

ますか。どんなことが起こったとか、ちゃんと責任とってもらわないといけません。例

えば、今すぐでもホットラインみたいな電話とか窓口とかちゃんと用意していただけま

すか。「何か起こったらここに言いなさい。」とか。ちゃんと全部把握してくださいよ。

どういうことが起こっているのか。現状知らないんじゃないんですか。どうですか。 
教 現状ということで言いましたら、それは不十分かもわかりませんけれども、我々とし

ては、それぞれ起こった事件で学校が知る限りのことについては、そういう報告は受け

ております。 
Ａ 報告を受けているじゃなくって、そういうのを積極的に収集するべきじゃないんです

か。ちゃんと電話も設置して、受付窓口もちゃんと用意してくださいよ。そうしないと

全部把握できないと思います。起こったらちゃんとここに皆さん、苦情受付係みたいに

なるかもしれませんけどね。そういう努力っていうのがやはり必要じゃないですか。よ

ろしくお願いします。それで、これで納得したわけではないですからちゃんとした回答

っていうのをください。どういう形で進めていくのか。過去にどうやったらうまくいっ

ているのか、うまくいっていかないのか、事例ですね。ちゃんと調査して、これも前に

も言いましたけれども、ちゃんと報告してください。我々は当然地域と揉めたくありま

せん。うまくいかない事例というのはどんなところにあるのか分析してきっちりやって

いく必要があると思います。ちゃんと調査してください。それから、前もありましたけ

れども、小学校の名称の話がありますね。我々の気持ちとすると、仮にこの案を提案す

るときに、本来、統合・合併だという話をするのであれば、吸収みたいな形を取るわけ

じゃなくって、「3 校を一旦、皆閉校します。それから新たに２校開校します。」というよ

うな案があるべき、そういう配慮があるべきじゃないかなと。説明会の資料でさえ、対

等な関係じゃなくって、「北千里小学校を古江台小学校と青山台小学校に統合します。」

というような記述があります。こういう形で出てくると、そうすると読んだ親は「北小

がなくなるんやから、皆おいでよ。」と。子ども達もそれにつられて、「北小なくなるん
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やったら入れてやってもいいやん。入れてやるで。」とかそういう話になるんですね。こ

れまで、過去の事例で、私が知る中で、こういった問題っていうのは、大体、小学校名

称というのは皆変更しているように思えるんですけどね。一部の分校吸収とか、そんな

のはあるかもしれませんけども、この辺はどうお考えなのか、教えてください。 
教 まず基本的には、これまであった北千里小学校を元に戻すというのが、基本の線です。

それで、北千里小学校全校と青山台小学校全校が合併するという案でしたら、それは今

おっしゃっているような 2 校対等ということになりますので、そういう考え方もあると

いうふうに思います。ただし、今我々が代替案で示させていただいていますのは、（青山

台）１丁目と（古江台）３丁目をそれぞれ分けて、それぞれの学校に統合するというこ

とですので、基本的には我々は青山台小学校、古江台小学校に統合されるというふうに

考えています。ただし、今後その案を検討する中で、例えば２－１案のような形になり

ましたら、それを統合・合併ではないかなというふうに思いますし、最終的にその名称

がどうやってもひっかかると、そのことでもってうまくいかないということの提案でご

ざいましたら、それは現時点でお答えするというのは非常に難しいですけども、そうい

う案も踏まえて検討はさせてもらいます。 
Ａ 私が言っているのは、最終的にどうこうっていうのは、それはそのときに考えればい

いと思うんですけれども、今、現状として、地域の溝になっている１つの原因なんです

よね。何で初めから、吸収とか、そういうようなニュアンスをもたすような事を書いて

いるのかっていうことを言っているんですよ。元々、配慮が足りないと。本当にこれを

やる気があったのかどうかっていうのを非常にそういうとこから疑問に思うんです。調

整校という過去の設立経緯は実施計画作成では意味をなさないので、一切考慮しないと

いうような話で、１６年７月５日に言っています。これまで、そういうふうな話を、調

整校ということで廃校にする理由にはしないと名言しているんです、前の理事ですけれ

ども。ところが、この説明会、北小以外の説明会では、しばしば議事録の中に出てくる

んですね。それどころか、１８年３月１７日の教育長からの回答の中には「調整校の校

区として分断した青山台１丁目を青山台小学校の校区に戻すことが目的である。」と、調

整校だから戻すと書いてあるんです。どういうことなんですか。「調整校だったら校区変

更して廃校になる。」そういう理由になっていますよね。教育長からの回答なので、教育

長からちゃんと来てもらって説明していただかないと困ります。次回、説明会をしたと

きは必ず来てもらい、説明してもらいますのでよろしくお願いします。 
教 調整校ありきで、調整校だから廃校にするとかそういう考えは毛頭ないわけです。た

だし、北千里小学校が出来た経過というのがございまして、知っておられる方もあるか

もわかりませんけれども、元々、この北千里小学校を造ったときに、非常に反対運動も

あったわけです。その中で、児童数が減少すれば、元に戻してほしいというようなこと

も、当然その当時ありましたし、そういうことも踏まえて、あくまでも調整的に造った

学校だというのが、当時の認識としてはあったわけです。だから我々としては、全体の
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児童数が減っている中では元に戻したいと、そういうことでの提案ですので、だから前

回、前の理事がお答えしたように学校を比較して、ここが調整校だからというようなこ

とでの判断ではない、そういうことでございます。 
Ａ ここの一文を見ますと、「調整校の校区として分断した青山台１丁目を青山台小学校の

校区に戻すことが目的」って、はっきり名言していますよね。違いますか。 
教 おっしゃったのはニュアンスではないですか。 
Ａ ニュアンスどころかちゃんと書いてあります。要するに、教育長からの説明をちゃん

と聞きたいと思いますので、必ず来ていただくようにお願いしたいと思います。 
教 そういう要望があったことは伝えます。 
Ａ いや、要望じゃなくて、これはきっちりとした説明。この教育長っていうのは北野理

事の上職じゃないんですか。 
教 そうです。 
Ａ そうですよね。上職が言っているんだから、北野理事がいくら説明されても駄目です

よ。ちゃんと本人から、ちゃんと聞きますので。 
教 だから、本人が来て説明するかどうかについては、お約束できませんけれども、そう

いう要望があったことは伝えます。 
Ａ いや、ちゃんと来ていただかないと、どうやって説明するんですか。 
教 いや、もちろん説明ですから、当然いろんな方法があるというふうに思います。 
Ａ 何で来ていただけないんですか。 
教 だから私は今、現時点ではお約束できないというふうに言っているわけです。 
Ａ わかりました。最大限、努力していただくようにお願いしたいと思います。それから、

今回、適正化案を出されましたけれど、新しい案ですね、代替案の方ですけれども、北

小の決議で、子ども達の分断をしないでほしいというようなところを、どう反映されて

いるのかっていうのがよくわかりません。「経過措置を取りました。」でも、これは北小

の子ども達を分断しないという案なんですか。分断しないという定義をちょっと教えて

いただきたいんですけども。 
教 分断ということで、まず１６年から説明をさせていただきました。説明会等でもいろ

んなご意見をいただいたということで、改めて原案の代替案ということでお示しをした

わけですけれども、その出来るだけ分断を避けるということで古江台３丁目のお子さん

については、青山台小学校へも行けるということが、１つ分断を避ける方法だというふ

うに考えております。ただ、それは完全に分断を避けるということではなく、出来るだ

け可能な限り分断を避ける方法ということで、我々は提案をさせていただいているもの

です。 
Ａ 出来るだけっていうのはよくわからないんです。我々は出来るだけなんて一言も言っ

てないと思うんですけどね。分断しないでほしいって言っています。勝手に解釈変えて

いるんじゃないですか。 
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教 ですから、完全に分断を避ける方法じゃないということは、我々も考えているんです。 
Ａ それは北小の決議を無視したというのとイコールですね。 
教 無視したということとイコールではなく、出来るだけそういう意向に沿いたいと。 
Ａ ちょっと、主旨がずれているように思うんですけどね。我々は分断しないでほしい。

でも、捉えられているのは「出来るだけ」、なにか違いますよね。何でそういうので、北

小の決議をちゃんと、「決議があったんでこういうふうにしました。」ってどこでも説明

されていますよね。我々はどう考えたってこれは分断だと思っています。現に、「青山台

小学校の方の工事は半数だけをやります。」という話ですよね。「古江台３丁目の子ども

達が半分だけ行くことを想定に校舎の改修をしました。」っていうような話です。半分だ

けっていうことは、もうすでに分断するっていうのを認識しているんですよね。古江台

３丁目の子ども達っていうのは、友人と同じような選択が出来るとして、青山台１丁目

の子ども達っていうのは、古江台３丁目の子ども達と一緒になれない。何でなれないん

ですか。中学校も同じですよね。兄弟で違う中学校に通う子どもも出てきます。何で中

学校の選択がないんですか。最初の提案として、北千里小学校の子ども達はどちらの小・

中学校も選択可とか、まだそういう話だったらまだわかりますよ。何でこういう不公平

な案なんですか。おかしいじゃないですか。 
教 古江台３丁目の子ども達には一応選択権と言いましょうか、青山台小学校へも行ける

ということで、我々は代替案をお示しをしているわけですけれども、今回の目的という

のが青山台小学校の適正化ということでそもそもスタートさせていただいているもので

すので、その青山台の適正化で青山台１丁目の子ども達が、基本的に青山台小学校に行

っていただくということについて、選択制を認めるのはいかがなものかということで、

これも説明会等で何回も我々は同じような回答をさせていただいていますけども、そう

いう経過ということです。 
Ａ 経過はいいんですけど、元々の案として、おかしいんじゃないかって言っているんで

すよ。我々の決議を無視している案っていうことなんですよね、これは。皆、同じとこ

ろに行けるんだったら、まだ可能性としてあるんだったらいいですけども、古江台３丁

目の子どもは青山台に選択権はありますけれども、青山台の子ども達は人数は少ないで

すけれども、「大部分が古江台に行くんやったらそっち行きたい。」って言っても出来な

い。これは分断じゃないんですか。分断ですよね。ここの説明もちゃんとできてないん

ですよ。 
教 今、分断のことについてご指摘があるわけですけど、我々は、これから児童が減少し

ていく中では、こういう校区変更とか、学校の統廃合が、今後起こりえるだろうという

ふうに思っているわけです。そうするときに、取れる措置としましては、当然、校区変

更、統合とか、そういう統廃合ということですので、児童の、言ってみれば分断という

のは避けて通れない方法だと思うんです。それで、原案では（青山台）１丁目と（古江

台）３丁目が綺麗に分かれてということでしたけども、決議をされました経過もござい
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ますので、もちろん完璧ということはございませんけども、それを勘案させていただい

て、選択制を導入したということで、分断のことについて、ＰＴＡで決議したからとい

うことでは、我々教育委員会としては納得できない部分ですね。 
Ａ 我々の一番の当事者である北小のＰＴＡの決議っていうのをやはり最大限努力して、

認めるべきじゃなかったんですか。だから、後で「何でこんなんが出てくるんだ。」と、

結局、「我々にとってはこの案がどこが分断しない案なんだ。」という話になってくるん

ですよ。それも、だからちゃんとした説明じゃないですよね。もうちょっとわかるよう

にちゃんと書いてください。それから、今さっき予算の話もありましたけれども、過去

に行いました検討委員会の中で、前の理事ですけども、「実施の方向性が出せないんだっ

たら、予算は考えなくてよい。計画の方向性が固まらない限り、何も出来ません。」って

言っているんですよ。担当が代わると何をしてもいいんですか。今年は何か知らないで

すけど、予算を計上してもう工事も進めていますよね。北小の説明会の中ではそのよう

な話はなかったんですけど、議事録をよくよく見てみると、地域の説明会の中では「予

算を取ります。」とかいろいろ書いてあるんですよね。そのあとに行われた北小の２月の

末の説明会では、予算の話なんか一言も出ませんでしたよね。方針が変わったんだった

らちゃんと説明責任があるんじゃないんですか。お答えください。 
教 我々がその最初に、１１月に説明会を開いたときに、代替案をお示しをさせていただ

いています。その中に学校の整備について当然書いておりますので、だから、我々とし

ては、「今後、代替案を実施するためには学校の整備は必要だ。」と、そういう説明はし

たつもりでございます。 
Ａ 過去にも、「学校の整備は最低限必要です。」というのを前の理事もおっしゃっており

ます。それも、我々も認識しております。私が言いたいのは、何で今年は予算計上、過

去、前の検討委員会をやったときなんかは予算なんか何も取っていませんでしたよ。何

で今年は取らないと駄目なんですか。前の話では、計画の方向性が固まらない限り、何

もできませんと名言しているんですよ。それなのに、何で今年は予算を取ってやってい

るんですか。 
教 提案させていただいていますのが１９年４月実施ということですので、我々としては、

この提案をしている計画を担保するためには、必ず学校の整備が必要となりますので、

だから議会に提案をさせていただいて、議会の審議を受けて予算を獲得したものでござ

いますので、万が一、そのとき予算が否決されましたら、当然我々としては、この代替

案をやりかえなければならないと。もう一度説明をし直さなければならないということ

だと思っています。 
Ａ 我々が言っているのは、議会の説明の話じゃないです。我々にとって２月の説明会の

ときに、予算を取るんだったら予算を取ると方針が変わったっていう説明があってしか

るべきじゃないんですか。過去には「何もしません。」って言っているんですよ。それで、

蓋を開けたら今年もうすでに工事が始まっていますよね。どういうことなんですか。 
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教 その部分については、我々としては議会の了承を得ましたので、最終の予算を決定し

ていただくのは議会でございますので、だからその部分の手続きは取れているというふ

うに考えております。 
Ａ いや、議会の説明じゃなく我々に対する説明不足じゃないんですか。議会さえ通れば

何をやってもいい。そうすれば、今度のもそうなんですか。説明はやらなくても議会が

ＯＫしたら統廃合するんですか。どうなんですか。 
教 最終判断は、我々教育委員会ですので、我々が提案している部分について、市長が了

解し、さらに議会の了承を得るということが一番重要なことですので、議会が了承され

るということについては、手続きを踏んだというふうに考えます。 
Ａ 最終的に議会の判断と言われますけども、十分な説明もされてないじゃないですか。

議会でも説明会を聞いています。でも、どういう状況なのか議員さん皆、知っておられ

ますか。市長も認識しているんですか。市長に関しては、前からずっと説明会に来てく

ださいと言っていますよね。今だに実現していません。本当にこの現状を知って、言っ

ているんだったらいいんですけど、違うと思いますよ。「北小が反対しています。廃校に

反対しています。他は皆賛成です。だから行きます。」そういうふうにしか聞こえないん

です。 
教 今、市長の出席を要請されているというふうにおっしゃっていますけれども、これは

あくまで教育委員会がやっていることですので、だから、教育委員会がやっていること

に対して市長が出てくるということについては、これは、我々は独立した行政機関です

ので市長といえどもそこまでの権限はありませんので、だから、いくら出席要請されて

もそれは不可能なことです。 
Ａ わかりました。そうしたら、教育委員会の責任と言われるんでしたら、教育委員長を

はじめとする５人の委員さん、皆来ていただけるんですか。 
教 これは事務局として提案させていただいていますので、これは、これで決定したとい

う説明をしているつもりはないんです。、だから、我々、教育委員会の中で教育委員さん

がこの案について決定した事実はありません。だから、教育委員さんがおっしゃってい

るのは、この案でよく説明をしてほしいというそれだけのことですので、教育委員さん

はそれぞれ合議制ですのでいろんな考え方がございますので、教育委員会としてまとま

って教育委員さんがお考えをまとめておられるとかそういうことはありません。 
Ａ わかりました。そうすると、教育委員さんにどう納得していただき、どう理解してい

るのかっていうのは、何らかの形で示していただけるんですか。 
教 それは、我々が今、現実に説明させてもらっているわけです。だから、そのことにつ

いては我々に任されております。 
Ａ いや、「よく説明してください。」という定義がよくわからないんですよ、我々も。教

育委員さんは、要するに事務局に対して、この問題は「きっちりと説明しなさい。」と言

っているわけなんですよね。「きっちり」というのは、どういうことなんですか。回数を
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１０回やったら終わりなんですか。 
教 いや、それは回数だけじゃなく、それは教育委員さんの最終判断ですので、その報告

はしておりますので、我々が十分に説明したかどうかというのは、教育委員さんが判断

されるということです。 
Ａ ここで言っておきますけど、十分説明はまだ全然出来ていませんので、ちゃんと議事

録を残しておいてください。それから、青山台の方の自治会の説明で、「皆さん方は我々

教育委員会の応援団」、「地域全体の説明会で前回のように大半が反対しますと議員も迂

闊に賛成できないという印象をお持ちになる」、「今日はお願いで、いつかの時点で地域

全体の説明会をしますので、そのときは是非ともみなさんこぞってご参加をいただきま

して、強いアピールをしていただきたい。」こういうような発言があるんですよ。一体、

これどういうことなんですか。地域びいき、それから青山びいき。市教委として説明会

の場でこういうことを言うのは公平性に欠けているんじゃないんですか。これは、地域

と行政に何かあるんじゃないかと疑ってしまいますよね。どういうことなんですか。 
教 その発言は私がした発言でございまして、そのときに、我々が青山台で説明したとき

には、非常にお叱りを受けているわけです。「何をもたもたしているんだ。」と。「もっと

早く実施をしてほしい。」という、そういうお叱りを非常に受けましたので、それで地域

で説明会をするときに、やはり、これは地域での説明会ですのでいろんな意見があると

いうことを知ってもらう必要があるんだろうと。だから、「もし皆さん方がそういう形で

行政をお責めになるんだったら、はっきりとそういうことは地域の説明会で言ってくだ

さいよ。」と、そういうつもりで発言したことですので、だから、おっしゃっているよう

な、地域に偏っているとかそんなことは毛頭ありませんので、地域の説明会というのは、

やはりいろんな意見が飛び交うということが私は正常だと思いうふうに思っております。 
Ａ これは明らかに不公平だと言っているんですよ。地域に対して、「来てください。」そ

れで我々に対しては、「来るな。」 
教 そんなことは言っていません。 
Ａ そういうふうに取られますよね、これは。そういうふうに私は印象を持つと言ってい

るんですよ。だから、行政の立場としてちゃんと公平性を持ってちゃんと説明会しても

らわないと困ると言っているんですよ。 
教 いや、私はこれまで、前回の理事がおられたときも地域の説明会をしているわけです

けども、発言されているのは反対意見ばかりですので、例えば青山台でやっているとき

には、非常に行政をお責めになりましたけれども、いろんな意見があるんだったら、や

はり「それは地域の場で言うべきではないですか。」ということで言っているだけの話で

すのでＡ氏がおっしゃっているようなそういうことについては、ちょっと曲がって理解

されているんではないかなというふうに思います。 
Ａ 我々は議事録しかわかりませんので、自治会の説明会ってほんの一握りしか出ていま

せんよね。その中でこういうことを言われている。我々はここ見ると、どうしてもやっ
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ぱり不公平だというふうにとらえられてしまいます。今後、気をつけていただきたいと

思います。応援団っていうのはまずいんじゃないですか。「我々を応援してくれ。」て言

っていますから。 
教 言葉をとらまえておっしゃっていますけれど、我々が提案している案と、青山台の役

員の皆さん方がおっしゃっている意見がたまたま一致をしているわけで、それで、もち

ろん叱咤激励がございましたので、そういう意味を含めて、そういう発言をさせていた

だいたものですので、Ａ氏がおっしゃったように、我々としてはそういうふうに取られ

てしまうと、そういうことについて十分に注意してほしいという発言もありましたので、

そのことについては今後気をつけたいと思います。 
Ａ 予算のところで、青山台小、それから古江台小は耐震の診断ってされたんでしたか。

私は多分してないと思っているんですけど。耐震診断、耐震工事って吹田でまだ３０％

ぐらいされてないっていう話ですが、何で先にこういう大事なところはしなくって、改

修やそんなことになってくるんですかね。これも含めてちょっと回答いただきたいと思

います。以上いっぱい宿題出しましたので回答お願いします。 
 
 発言者Ｂ氏 
Ｂ 市民会議が出来なくなった理由のことで、どんなふうに市民会議のメンバーの方々に

頼まれたのか、そのへんを聞きたいんですけども、例えばメンバーの方を見ますと、も

めにもめたあの検討委員会のメンバーの方々がほとんどで、やっぱりあれを経験されて

いると、二の足を踏まれるっていうのが目に見えてわかるんですね。それを例えば文章

だけでされたとか「そんなんだったらまた同じことだから嫌だ。」っていう人が結構いる

かと思うんです。その辺を個々にお会いになられて説明されたのかどうか、そこがお聞

きしたいです。それと、メンバーを見させていただいたんですけども、やっぱり地域の

人だと、利害性とか自分のとこの感情が入ってきますので、適正化を考えられたメンバ

ーの方々のように、公正な判断をくだせる学識経験者とかを入れるわけにはいかなかっ

たんでしょうか。 
教 どういう方々にアンケートをお願いをしたかといいますのは、資料２．３で明らかだ

ったと思うんですけども、我々としてもどういうメンバーで市民会議をされるのかとい

うことについては、そちらの方から要請がございましたので、その要請された方に対し

て。 
Ｂ どういった方々に頼まれたんじゃなくて、どういった形でお頼みになったか。 
教 それは文書で照会させていただきました。 
Ｂ 文書のみですか。 
教 もちろん文書をいきなり送付するわけにはいきませんので、そちらの方から出ている

市民会議の要望がございますので、それを添付させてもらって、こういう形で要望され

ているのでお答えをいただきたいということでございます。 
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Ｂ 今までの経緯とかの説明はなかったわけですね。 
教 詳しい経緯についてはしていませんけれども、我々が説明することによってお答えさ

れる方が、事前にいろんなことを踏まえてというようなことは非常に僭越ですので、我々

としてはこういう経過の中で、要請があったのでそのことについて文書で回答していた

だいたということございます。 
Ｂ 文書で渡しただけで経緯説明はなかったと。 
教 どこまでというのがありますけれども、詳しいということはしておりません。「前回、

検討委員会を開いたけれどもそれが不調に終わって、それでその後、我々としては検討

会議をするつもりはありませんけれども、（北小）ＰＴＡの方からそういう要望があった

ので、そのことについてどういうふうにお考えになっているか文書で回答してほしい。」

そういうお願いをしただけです。 
Ｂ 次ですけれども、その第三者的なメンバーを入れるわけにはいかなかったんでしょう

か。やっぱり地域の人々だと公正的には見られないと思います。 
教 だから第三者とおっしゃっているのは、そちらの方からの要請文の１の中に、学識経

験者を入れるっていうふうに要請をされていますので、前回、我々が意見書を作成をす

るときに、審議会を開いておりますので、その審議会の座長と副座長に意見を聞いてお

ります。 
Ｂ 意見を聞くのみですか。 
教 アンケートを出して、それでお答えをもらったということです。 
Ｂ 今、すごい若い子ども達の事件がたくさん出ているんで、そういった小さなことが積

み重なって大きな事件になると思うんですよ。ですから、「もう、くっつけてしまえ。」

とか、そういう感じになってしまうと困るんで、よくそういう専門家の人の意見が聞き

たいと私は思ったんで質問したんですけれども、もう一度市民会議のことを検討してい

ただきたいと思います。 
教 市民会議のことにつきましては、これは正式に我々の方からも回答をさせていただい

ていますので、今後、市民会議を設置する考えはございません。 
 
 発言者Ｃ氏 
Ｃ 前回の説明会のときも、私は教育委員会にお尋ねしたし、それから校長先生にお願い

しているんですけれども、ぜひ子ども達にこの問題についてきちんと説明をしてほしい

ということをお願いしたいと思うんですけれども。先程、北野理事がこの問題が決まっ

てから子ども達が混乱しないように説明するというふうにおっしゃいましたけれども、

決まってからでは私は遅いと思うんですね。その前にやはりやっていただきたいと思う

んです。私達、親はこういう機会を何度か与えられて質問もできますし、自分の意見等

を発表することもできますけれども、真にこの問題を背負っているのは子ども達だと思

うんですね。実際、生活が変わってしまうのは子ども達なので、その子ども達にまだ何
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も言ってないというのは、やはり私はおかしいと思うんですね。ですから、子ども達は

この問題を、親から聞いた話として、それから子ども達の間の噂話としてしか聞かされ

ていないので、親の気持ちが入った説明であり、子ども達の少しオーバーになったり、

ちょっと違った表現のその説明を受けているので、やはりそこはきちんとしてほしい。

それで、やはり子ども達もこの問題に関していろいろな思いがあるので、その思いを聞

いてほしい。それから、今度はそれを子ども達に考えさせてほしいんですね。そういう

場を設けてほしい。多分、子どもは今、素直ですから、今はこういうふうに反対の意見

が多いかもしれませんけれども、でも例えば、青小の立場にたって自分達がずっと１ク

ラスのままで、お友達の数も少なくってクラス替えもできない。そういう状態をどうい

うふうに思うのかということを、私は北小の子ども達に考えてもらいたいと思うんです

ね。反対に、青小の子ども達にも、「今、一緒にいる子ども達がクラスメイトが来年の４

月から離れ離れになって、それぞれ違う学校に行くということをあなた達だったらどう

いうふうに考える。」そういう場を私は設けてほしいと思うんですね。少しでも相手の立

場を考える、相手の立場になって物事を考えるということを、そういうことを私はそう

いう場を設けてほしいと思うんです。それでないと、やはり北小はこの問題が実現して

も実現しなくても、北小の子どもたちは「青小のために自分達が別れさせられる。」みた

いな、そういう意識もあるだろうし、青小の子達は「北小がごねている。自分達は２ク

ラスあるからそれでいいんじゃないの。」そういう多分、思いがあって私は当然だと思う

ので、そういうところをやはり考えるそういう場を与えてほしいと思うんですね。今、

予算も通って工事の準備が進められて、それで来年３月にここは廃校というふうになっ

ていますけども、外側だけはそういうふうに着々進んで、中の子どものことがまるで何

もしていないというのは、本当になんか非常に子どもが軽んじられているような気がし

て、私は非常にそれはおかしいと思うんですけれどもいかがでしょうか。 
教 この問題につきましても、今まで何回か私どもの方にご質問いただいて、教育委員会

としての今の考え方について、述べさせていただいているんですけども、基本的に子ど

も達の意見を聞くということは非常に大事だと思います。それで、いろんなレベルがあ

ると思うんですけれども、今我々は教育委員会の案としては、提案はさせていただいて

おりますけれども、まだ「こうだ。」というふうな形で方向が決まったものではありませ

ん。そういう中で、子ども達の意見を聞くということについては、やはり、この第 2 期

適正化に関わるような問題というのは非常に社会的な要因と言いますか、そういう複雑

な要素が絡みあっておりまして、そこで子ども達が一定の判断をするということについ

てはちょっと子どもにとっては荷が重いというふうに考えています。当然、もし仮にこ

の案が通りましたら、通りましたらというか通らなくても、当然子ども達の交流がどう

あるべきかというようなことについては、具体に踏み込んでいく必要があるでしょうし、

統合した場合にスムーズに子どもたちが馴染んでもらうということが大事だと思うんで

すけれども、方向性がまだ決まらない段階で、そので中で子ども達を巻き込むというこ
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とについては、今の教育環境を非常に混乱に陥れていくのではないかというふうな危惧

もしています。子ども達がそれぞれ持っておられる意見というのも、保護者の方々とい

ろんな対話をされておられまして、当然、お母さん、お父さんを通じて子ども達の意見

というのも出てきているというふうに思いますし、我々としましては、やはり今の状況、

方向がまだ決まらない状況の中では、やはり皆さん方、保護者の皆様方と十分に協議を

進めていくことが大事であろうというふうに考えております。 
Ｃ 先程も言いましたけれども、決まってからでは遅いと思うんですね。その後、決まっ

てから子ども達が、例えば、それに反対して、それが実施されて相反するクラスの中で

意見が相反して、もめるようなクラスになってしまったら、親としてはやっぱりそこが

一番心配なんですね。ですから、その前にやはりいろいろ気持ちを聞いてあげるとか、

そういうのって必要だと思うんですね。自分の子どもにも聞いてみましたけれども、彼

も青小の立場はやはり子どもながらにわかるんですね。子どもだからわかるのかもしれ

ませんけれども。それで、「どうしたらいいの。」と聞いたら、それは彼の考えですけど

も、「新しい学校を作ったらいいんじゃないの。北小はなくなるのは寂しいけど、でも、

それがもし生まれ変わるとしたら、それはそれでいいかもしれないと。」やはり、新しい

子どもならではの発想も出てくるし、そういったところの意見というのは私は聞いてあ

げていいのではないかと思うんですけども。 
教 どこかのタイミングで、子ども達に説明をするということは重要だと思います。それ

をどの段階でするかということなんですけれども、この点については、方向が決まって

からということでの説明を学校を通じて行っていくと。ただ、先程から危惧されておら

れる子ども達が統合した場合にやっぱり問題なくスムーズにということでのそれぞれ受

け入れ校と、北千里との交流ですね。これについては具体的に進めていく必要があるだ

ろうというふうに思います。それで、例えば学校名をどうするかという子どもなりのア

イディアというのは、当然素晴らしい考え方っていうのがあると思います。そういう部

分については一定方向が決まった段階で「では統合を進めるためには具体にどんな作業

をしていくか。」例えば、学校名の問題であるとか、そういうこともいろんな問題がある

わけですけども、今の時点ではそういう具体にそういう話はなかなか踏み込めない状況

ですので、一定方向が決まった段階で、統合にあたってどんな準備が必要かと。そうい

う具体の話については進めていく必要があるだろうというふうには思っています。ただ、

そのときにどういう形で子ども達の意見を聞くかということについては、まだ明確な形

では我々考えておりませんけれども、ただ一定の方向性と言いましょうか、そういうこ

とについてはやはり子ども達に混乱をきたさない形で一定説明は必要かというふうに考

えております。 
Ｃ 何度も言うようですけれども、決まってからでは、決まってから混乱が起きては遅い

と思うんです。数ヶ月の間に、どのようにそれをフォローして、どのように納得させて

くれるんですか。いい状態にもっていってくれるんですか。それは私は無理だと思いま
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す。それから、交流とおっしゃいますけれども、それは２年前にこの問題が出たときも、

「交流をしてください。」とお願いしました。でも１回もありません。ですから、そうい

うことに対する教育委員会としてのそういう努力ですか、そういう誠意ですか、そうい

うものが全く見られないんですけれども。どのように具体的に交流ということを考えて

いるんですか。それから、もし決定した後に子どもが混乱してしまったら、どのように

それを解決なさるんですか。 
教 具体的な交流については、すでに青山台と北千里の学校間では交流授業もやっておら

れます。それをもう少し充実していくというようなことも必要でしょうし、古江台と北

千里の関係につきましては、具体に我々の方も学校を通じまして、具体にどういう交流

が出来るかということについては、具体策と言いましょうか、それを示していただくよ

うな形で教育委員会としても努力をしていくというか、要請をしていきたいと思ってい

ます。 
 
 発言者Ｄ氏 
Ｄ 私も同じなんですけれども、子ども達への説明、それから気持ちを聞いていただきた

いんですね。何度も言っていますけども、やっぱり決まってからでは遅い。そして、教

育委員会が出来ないのであれば、やはり、学校長にお願いしたいと思います。学校長は

教育委員会からの部下っていうか下ですよね。そしたら、教育委員会から校長のほうに

お願いしていただきたいと思います。 
会長 私は校長ではありませんが、質問が校長先生の方に及びましたけれども、ちょっと

それは避けていただきたいと。教育委員会に対する質問の場だというふうに受け止めて

おりますので、ちょっと校長先生に代わりまして、それはまた、ＰＴＡの問題としてや

りたいと思うんですけれども。 
会場より 何であかんねん。いいやん。教育委員会と校長っていうのは同じライン、同じ

職制でしょ。だったら、こういうことを言う機会も限られているわけやし、校長がどう

答えるかわからへんけど、質問ぐらいは聞いてあげてもええんちゃう。 
会長 いえ、困ります。ちょっと答えられないんじゃないかなというふうに思うんですけ

れども。 
教 校長先生に今回答を求めるということなんですけれども、我々、教育委員会としまし

ては、今申し上げましたように、今の段階でまだ方向が決まらない段階で子ども達に説

明するということは、学校教育現場が非常に混乱をもたらすというふうに判断をしてお

ります。 
Ｄ 遅すぎたらもっと混乱するんですよ、子どもは。「明日から、あの学校へ行きなさい。

この学校へ行きなさい。」と言われて納得できると思うんですか。この間も、作文書いて

いただきました。そして、住民監査請求もさせていただきました。そのときにも私は涙

が出るほど悲しかったです。あなた達が上司だったら校長に頼んでください。 
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教 先程もお答えをさせてもらったんですけども、教育委員会としては、現時点で子ども

達の意見を聞くというのは、子ども達に非常に混乱をもたらすということでありますの

で、我々の方から校長にそういうことをしてほしいというようなことはありませんし、

仮に校長がそういうことをするということでしたら、教育委員会としてはそれはやめて

ほしいと、そういう立場ですので、だから校長先生に質問されてもおそらくそういうこ

とだというふうに思います。 
Ｄ そしたら３月の議会で、助役さんがおっしゃったように、子ども権利条約があるよう

に子どもの意見は大切だと言われました。それをあなた達は議会、議会って言うんでし

たら、議会で言われた助役さんの言葉を無視されるんですか。 
教 子ども達の意見が重要だというのは、それは我々もそういうふうに思っていますし、

それに助役が答弁されたことについて、別にそれは当然だというふうに思っていますし、

我々が唯一心配していますのは、やはりこういう説明会をさせていただいても、やはり

地域の中でもいろんなご意見があって、大人であっても意見の対立があるわけですね。

当然、北千里小学校の子どもさんの中にも、親として賛成の方もおられれば、反対の方

もおられるし、それから、どうでもいいというような方もおられると思いますので、だ

から、子ども達の意見を聞くということは、そういうことを意見表明をするわけですね。

そうすると、残念ながらその教育環境としては非常にざわざわした環境になってしまい

ますので、だからそれを我々としては望むところではありませんし、当然、北千里小学

校の子ども達に聞くということは、それぞれ青山台小学校の子ども達とか、それから古

江台小学校の子ども達の意見も聞くということになってきますので、我々としてはそう

いうことが教育現場にふさわしいことかどうかということについては、それは少し問題

だということですので、そういうふうに認識していますので、いくらおっしゃっていた

だいても、これは今まで回答させてもらったとおり、子ども達の意見を今の時点で聞く

ということはございません。 
会場より ただ、子どもの疑問に答えてあげてほしいんですけど。親では答えられないか

ら。 
会長 ちょっと横からなんですけれども、校長先生の方からは、ＰＴＡの皆さんには、こ

の問題は、（ＰＴＡの）Ｔは賛成も反対も言えないということは、もう３年前からお答え

はいただいているというか、発言をいただいていますので、なかなかこういう場でする

というのは難しいんじゃないかなというふうに思います。今、ちょっと論点が２つあっ

て、１つはこの問題も子どもも一緒に考えていくということなんですけども、問題解決

のために子どもの意見がどこまで反映されるのかというのは、確かに、個人的ですけれ

ども北野理事がおっしゃったように、それは３校の子どもの意見を、小学生の意見を聞

くのかどうかっていうのは、なかなか難しい部分はあるかと思うんですけれども、ただ

教育的な視点でものを言ったときに、「今、こういう問題が自分達の小学校で起こってい

るけれども、そういうことについてどう思う。」っていうふうに、何て言ったらいいんで
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すか、学校の先生が難しかったら親がとか、ＰＴＡがとかいうような形で、うまく説明

できないかもしれないんですけれども、聞いてあげるということは大切だなと私も思い

ます。その聞いた意見を、例えば、それがこの計画に対してどう反映していくのかって

いうところまでは、そんなことまで考えてしまうとなかなか聞くことが是か否かみたい

になってしまうと思うんですけれども、そうじゃなくて、子ども達もこの問題について

いろいろ感じているというのは、もうそれは確かだと思うんですね。そういう子ども達

に対して、親としてもあるいは教師としても、何のリアクションもなしに、決まった後

「こうなったよ。」と言うだけであったら、「北千里小学校がなくなってしまうからどう

だ。」とか、あるいは「分断されてしまうからどうだ。」とかいう以前の問題として、親

に対する不信であったりとか、学校の先生に対する不信は起こるかもしれないなという

ふうには個人的には感じています。だから、この問題に対して大人と同じレベルで考え

ていこうということは難しいとは思うんですけけれども、親として、あるいは教師とし

て、「こういうことに対してどう考える。」というような問いかけみたいなものはやって

あげるべきではないかなと私も思ってはいるんですね。ですので、そのへんのことは、

この計画とは別次元の問題として、親としてどうあるべきか、先生としてどうあるべき

かというのは確かに重要な問題だとは思うんです。西川先生、そのへんはどうですかね。 
教 今、会長の方から不信という言葉が出たんですが、いろんなところで地域で不信があ

るというようなことを伺っています。その不信がある大人の枠組みの中に子どもを引っ

張りこんでいったら、ますます子どもの中に不信の芽が育ってしまうんじゃないかなと。

大人の不信があるっていうのは、今この雰囲気を見ても私はそれなりに感じるんですけ

ども、そこをぐっと頑張って、子どもの方にその波がいかないように、少なくとも大人

はそういう中でも解決に向かって頑張っているんだというその姿勢を示していくべきじ

ゃないか。そこに子どもを巻き込んでしまったら、場合によったら、しっかりされてい

る枠組みを作られているようなご家庭があったり、地域があったりするところは、乗り

越えられるかもわからないんですけれども、その波に巻き込まれてしまって、どんぶり

の水の中に、水が揺れているうちはいいんですけども、どんぶりそのものが揺れてしま

って、こぼれてしまう子どもがいてないのかなっていうことをすごく思います。今、た

ぶん校長先生も教頭先生も来られていますので、辛い思いをされていると思うんですけ

れども、こういう中で明日、明後日からの学校教育どんなふうにして、学校って信頼を

作る場ですから、やっていくんだろうというようなことを本当に日々努力されている。

その中にまたこういったことが入ってきますと、ますます難しくなってくるのではない

かと思って聞かせていただきました。本当にこの前、地域の説明会のときに子どもさん

が１人立って、子どもさんがおっしゃったんですけれども、その中ですごく頑張って言

っていたから、本当僕は感心をしたんですけども、そういう支える周りがあるというこ

とはとても立派だなあと。一方で揺れている子どもさんもいるかもわからない。一方で

（前回の地域説明会で発言をされた）あの子は「反対や。」というふうに言っていたんで
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すけども、「行きたい。」っていう子も、あるいは「行ってもいい。」っていう子もいるか

もわからない。そんな中で自分の意見を表明できるっていう枠組みが、「しっかりした枠

組みがあったんだ、あの子の場合は」ということで見ていたんですけれども、今の段階

で教育委員会としてそういったことを、子どもの意見を聞くっていうようなことを学校

の方にお願いをしたり、あるいは、そういう仕組みを作ったりっていうことは本当にし

んどいんではないかと思います。答えにはなっていないかもわかりませんけれども。 
会長 今のお話を聞きまして、要するに親自身が揺れているのに、それを子どもに投げか

けるのは、それはやっぱりマズイんじゃないかってことですよね 
教 いろいろと違いますから。ご家庭によっても、すごく賛成な方もおられるし、すごく

反対な方もおられるし、その中で言ってしまうのは、そのことがちゃんとケアできない

のに、しっかりした枠組みが作れないのに、それをバンと丸投げしてしまうような感じ

では危険だと。 
会長 結果的にはそうなってしまうことですね。 
Ｄ そしたら枠組みが出来てないのに、子どもに説明できてないんでしたら、来年の４月

は無理じゃないんですか。こんな揺れている中で、子どもをもっともっと揺らすことに

なります。大地震になりかねないんじゃないんですか。それをお答えください。 
教 おっしゃっている意味そうですね。ただ、理事が説明しましたけれども、教育委員会

としてこの案を進めていって、しかるべきときに方向が決まると。そのときは、「どんな

学校を作っていこう」、「どんなふうにしていこう」、そういう中で、子ども達の意見を聞

いていくっていうようなことは、作れていくんではないかと思います。今の段階では、

しんどいというようなことはおっしゃる通りだと思います。 
Ｄ でも、あなた達の説明では、１２月の条例改正で通れば１月にもう就学通知ですか、

来年の１年生、来年の中学１年生にお知らせするっていうことですよね。そしたら１月

には、もう最低決まるっていうことですよね、あなた達の説明では。今、７月ですよね。

もう夏休み入ります。子どもに告知する時間はありません。そしたら９、１０、１１，

１２、４ヶ月あります。その中で、やっぱりしていただきたいんです、どうしても。そ

れでないと１２月になって、「条例改正されました。１月に通知します。」それではおか

しいんじゃないんですか。 
教 だから、決まる前にはやはりしんどいと。我々もそれが決まる方向では考えておりま

すけども、その中に子ども達に説明をしてということはやっぱりしんどいというふうに

思っています。「１２月という時間がそこからでは遅いんではないか。」というご心配だ

と思いますけれども、それでもそういう努力をするのが学校現場であるだろうし、教育

委員会もそのことについてしっかりとフォローしていくというふうに思っています。 
Ｄ ただ、交流も２年前から何度も何度もお願いしていますが、現段階ではありません。

２年かかってないことが３ヶ月で出来るんでしょうか。 
教 交流ということについて、指導課の方の担当で小中一貫とかやっていたり、小小連携
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とかやっている。その中で古江台というのは古江台中校区になってしまいますので、先

生方に何ができるかということ考えていただきたいというようなことでは我々は思って

おります。 
Ｄ ただ、交流の質問をさせていただいて、特別部との協議のときにさせていただいたと

きに、授業数が足りないからできないという回答もいただいたんですけれども、それは

どうしてなのでしょうか。 
教 授業数がいろんな授業時数削減という中で、それを確保していかなければならないと

いう使命ということはわかるんですけれども、今、現にここだけじゃないと思いますけ

れども、小中連携、小小連携で、いろんな、さっきの田植えというような、そんな話も

出ていましたけれども、その中で総合的な学習の時間を使ったりというようなことでや

っておられると、だから足りないからしないんだっていうんじゃなくて、足りない中で

何をどう生み出していくかということで、方向は考えなければいけないんではないかな

と思っているんですけど。 
Ｄ 子どもへの説明の回答はこれしかないってことですか。 
教 今、理事が言ったように考えていないということです。 
Ｄ 交流は、今のところは考えてないと言われるんですか。実績を表にしてでも出しても

らえますか。ただ、言っておきますけれども、青小に行って観劇したっていうのは交流

ではありません。一緒に同じ場所で同じものを見ただけです。交流ではありません。そ

れだけは言っておきます。 
 
発言者Ｅ氏 

Ｅ 先程の話と重複しないということで考えているんですけども、法律的な根拠で、教育

委員会が示された部分です。それが、ここに今日の資料としてあがっていますけども、

もう１つ、誤解を招いて皆さんが混乱するかもしれないんで、もう少し詳しくという形

で、僕の方から説明させてもらいます。「国の基準で適正規模が１２学級から１８学級以

下」ということがありますけども、これは法律的なところで学校教育法施行規則１７条

って書いてあります。よく法律には何章何節っていうのがあるので、そこもはっきりと

答えた方が誤解されにくいと思うので答えておきます。これは昭和２２年に作成された

もので、学校教育法の施行規則１７条の第２章の「小学校」というところで、第１節と

いうところで「設備編成」という形でこの適正規模というものが法律で決まっています。

ですから、「設備編成」、このことは１２から１８というのは、あくまでも財政基準のこ

とであって、教育的な観点からの１２から１８ではないということをここで確認したい

と思います。ですから、今回の計画案に対しても学校規模適正計画と言いますけれども、

学校の何が適正かということが論じられていません。僕達はそれを見たら、「教育的な観

点かな。」と思いますけれども、これは教育的な観点では説明されていないというところ

を確認しておきたいと思います。それと、今回の計画案ですが、一番基になって、吹田
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市が平成１３年、２００１年の３月に吹田市立の学校適正規模検討会議ということで意

見書をだされています。それが、適正規模が小学校は１２から１８学級を国の基準です

けども２４学級までにするんだという市の方針で出ています。そのときに決まったのが

１３年ですから、平成１２年度の小学校、中学校の規模はどうだったのかということな

んですけれども、小学校で言いますと、吹田市の中で３７小学校があったんですけれど

も、もし国の基準で１２から１８学級にした場合、１８学級を超える１９学級以上の学

校というのが９校も出ていたんです。過大校が９校も出ていたんです。ところが市の方

で２４学級まで引き上げたことで、小学校が３７校のうちに３校までに減ってしまいま

した。ですから本来、大規模校が問題を抱えているということで９校あったのが国の基

準では９校になるんですけれども、２４学級まで引き上げることで、３校まで減らした

ということで、その数字を変えることによって、どこでも廃校に出来ますし、どこでも

大きいんやったらかまわないじゃないかという数字にやろうと思えばやれるということ

で、この計画案に示された適正規模というものに僕は大変矛盾を感じるので、今回の教

育委員会が出してきたものには反対という形で意見を述べさせてもらいます。それと、

平成１６年に初めのこの計画案が出てきまして、１６年度に検討委員会というものを設

置しました。その検討委員会の中で、たくさんの議論はされましたけれども、結局、平

行線のままで各委員が個別的な意見を言うに留まっただけで、何も実りはなかったとい

うことでありました。ですから、その中で一番問題にされた青山台小学校の少人数を助

けるんだということが言われていましたけども、じゃあ検討委員会の中で、少人数だっ

たら、単学級なら本当にしんどいのかということを、青山台小学校の校長先生もいらっ

しゃいましたし、ＰＴＡの会長もいらっしゃいましたので、そこでお尋ねしましたけれ

ども、単学級で大変なんだという具体的な事例は何１つ示されませんでした。ですから、

市の教育委員会が今言われている「青山台小学校は単学級で大変だから、北千里小学校

が半分に分かれて青山台を助けなさいよ。」という意見はまったく、どこから出てきたも

のかという不信感を抱きます。それと、なにか「大きいものがいいものだ。」というふう

にとらえがちですけれども、では「小さな学校では子ども達が意欲的になれないのか。」、

「小さな学校では出来る子は育たないのか。」、また「小さな学校でも学校の工夫によっ

て、たくさん子ども達を人格的に完成できるものがあるのではないか。」という議論は何

もされていませんし、教育委員会の方からもそういう声が聞こえてきませんでした。そ

れも、前回の検討委員会で示されなかったということを、ここで確認しておきたいと思

います。それと、青山台を助けるという形で今言われていまして、一番始めにＡさんが

質問されていた、「もしこの案が通っても、また単学級は発生するじゃないか。」という

この矛盾ですよね。それはとっても大切な考えてほしいことだと思いますし、また反対

に古江台の方へ移る方も古江台小学校が今、１２学級です。それで、この案が通れば、

１３から１９学級にも膨れあがってしまいます。ですから、本当に今子ども達が１人１

人大切にされた教育を僕達は望んでいるときに、北千里小学校は２学級がほとんどです
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ね、２学級の中で１９学級にも膨れあがる学校に行って、本当に子ども達がきっちりと

今から育つことが出来るのか、今、巷である子ども達の犯罪や大人の子ども達に対する

犯罪、こういうものが本当に解消していけるのかっていう疑問は大変残ります。大きな

ことは本当にいいことかっていうのを、もう一度検討していただきたいと思います。そ

れと、単学級が本当にいじめが発生して子どもの人格形成、教育基本法の一番の教育の

目的ですよね。「人格の完成というものが教育の目的なんだ。」と。「人格の形成じゃなく

て人格の完成が目的だ。」と言っているところで、本当に子ども達、単学級ならだめなの

か、よくテレビなどで過少校がありますよね、田舎の方の。本当に皆が豊かに育ってい

るっていうのも、何回も僕達は見て経験しています。ですから、本当に複数学級にすれ

ば何か薔薇色の子ども達の人間関係が育つようなことが言われていますけども、それは、

教育の専門家である教育委員会とか校長先生はじめ、現場の先生、取り組み次第で過小

校でも、今の青山台小学校の分だったら豊かな人間形成が出来ると思うんですね。それ

ともう１つ、子どもの権利条約について、子どもの権利条約っていうものが国連で採択

されたのが１９８９年です。それで、その効力が発生したのが１９９０年、それで日本

が５年目にやっと、各世界から言われて１９９４年４月に日本が批准しています。それ

で、７年間も経って一番元になるこの計画案が出されたんですけども、この計画案には

子どもの権利条約というものがまったく何１つ積み込まれていません。子どもの意見を

聞くということがまったくないんです。でも、この国連の子ども委員会は、「子どもが直

接関わる計画案だとか、そういう政策だとかいうところには、きっちりと子どもを入れ

なさい、それで子どもの意見を聞きなさい。」というのが子どもの権利条約なんです。そ

れに、日本が批准した以上、やっぱりそれに向かって教育委員会も頑張らないといけな

い、努力しないといけないと思うんですけども、全然されないような答弁が今されてい

ます。ですから、子どもの意見を吸い取ろうと思ったら、いろんな考え方が、やり方が

あると思うんですよ。今現にこの中学生の子ども達に聞かなくても卒業した中学生に聞

けばいいんじゃないんですか。高校生に聞けばいいんじゃないんですか。北千里小学校

を卒業した子が客観的に、「僕達の学校はこうだったからもっと大きくしてほしい。」と

か青山台を卒業した卒業生が「本当にあなた達が今、単学級を卒業して本当に中学校の

複数学級にいった時にとまどいがあったのかどうか。」とか「教育的に本当に君達は満た

されてなかったのか。」とか、そういうことを聞く場は何ぼでもあると思うんです。中学

生や高校生はきっちりと話できると思うんですよ。教育委員会は小学生にはまだまだ無

理だと言いますけども、小学生に対しても、権利条約では「聞きなさい。」と言っていま

すけども、僕は１００歩譲って言うならば、中学生、高校生にでも卒業生に聞けるはず

です。きっちりと討論することが出来ると思うんです。それも何もしないということで、

この前の検討委員会でも、そういう何もしない、何も言ったらこっちの言っていること

には答えないということで、あなた達、教育委員会だけの意見をおしつけられたという

ことで、今、うちの北千里小学校のＰＴＡは戸惑っていると思います。ですから、そう
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いうことも踏まえて、もう一度考え直してほしいということもあります。それと、事例

ですけども、後１点だけ、東京で３校あった中で、Ａ・Ｂ・Ｃありますよね。ＡとＢと

Ｃ。「Ｂの学校が半分に分かれてＡとＣに行きなさい。」という事例がありました。その

中で、決まってから検討委員会も開かれて、準備会の中でとことん話し合ったにもかか

わらず、やっぱりＢの人が半分ずつ分かれていったらやっぱり問題が生じたというふう

にあります。それは、どんな問題かといえば、やっぱりＡのところに行ったらＡのとこ

ろのずっと歴史的な教育実践もあります。「私達はこうやってきた。」というのがやっぱ

りあるんです。Ｃ校に行ったら「私達はずっと長年これでやってきたんだ。」という形が

あります。ですから、きれいごとでそういうものは解消できると言いますけれども、や

っぱり解消できないという事実もあるんだということを知ってください。そういうこと

を述べて、次、もしこの案を検討するなら、すべて白紙撤回にして検討しなおしてほし

い。僕はこの第２期計画案はまったく矛盾だらけで反対します。 
会長 Ｅ氏がそうおっしゃってくださって、それと先程、子ども達に対する説明に関して

個人的にも引っかかっている部分がありまして、教育委員会の方はもうしないと、決ま

ってからするという答えはいただきましたんで、それは教育委員会の方針であるという

ことは皆さん理解、この場にいらっしゃる方は、それは是か否かは別として、それは皆

さん理解していただいたと思うんです。納得していなくても、教育委員会の方はきちっ

と計画が決まるまでは説明等はしないという方針であるということはそれは明確にお答

えをされたということだと思うんです。それは皆さん異論はないと思うんです、納得し

ているかしていないかは全然別です。ですけれども、ある親はこの問題は非常に子ども

に影響あるし、このまま何にも言わないということは、やはりいろんな問題がある子ど

もに対しての親として問題があるんじゃないかと、いうふうに感じておられるでしょう

し、ある方は全然そうは思ってないよという方もいらっしゃるかと思うんです。ですの

で、この子ども達に対して説明について問題は今日のこの教育委員会に対する質問とし

ては回答をいただきましたと。ただし、もう少しやはりこれはちゃんと考えなければな

らないんじゃないかなというふうに私はちょっと感じているんです。もちろん校長先生

のご意見もありますし、学校としてどうあるべきかということもあるんですけれども、

親としてどうあるべきかということもやはり重要ですので、やはり引き続きちょっと考

えていきたいなというふうに思っているんですけれども、いかがでしょうか。よろしい

ですか。どういうふうに結論を持っていくのかっていうのは、ちょっと、なかなか今日

のこの時点ではわかんないんですけども、もうすぐ夏休みということもありますので、

夏休みまでにはなんらかのやはり指針みたいなのは必要かなと、まだぼんやりですけれ

ども感じていますので、今日はそういうところでちょっとご理解いただければというふ

うに思っています。これは、こちらサイドのこということで。それでは最後ということ

でよろしくお願いいたします。 
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発言者Ｆ氏 
Ｆ 今日の説明会の１つの目的は市民会議の開催についての回答の説明ということですの

で、市民会議の問題について質問させていただきたいと思います。今日配られた資料、

６月６日付けの資料にあるように、教育委員会としては市民会議を開かないということ

で、４点の理由を挙げられておられます。第１点、「アンケートを取った結果、否定的な

回答があげられた。」第２点、「私達は第三者機関としての市民会議を設置せよ、と求め

ているが」ということになっていますけども、「行政から離れた第三者機関を設けること

はできないと。また第三者機関による審議なしに、今、この計画案の妥当性を証明する

ことが出来ないという我々の主張に対して、議会がチェックするからそれでよいと。」そ

ういうことですよね。第３点、「地域がもめていることは認めるけども市民会議によって

この問題を解決することは出来ない。」第４点、「市民会議の中に職員が入っているけれ

ども、これは中立公正とは言えないので、そういう人達は入れられない。」と。多分、以

上４点の理由からこの市民会議を設置することが出来ないというように、私は解釈いた

しました。これから、私の方から、この以上４点について、すべてについて反論したい

と思います。まず、この市民会議の意義ですね、ここから確認したいと思います。この

市民会議を何故、私達は開催してほしいと要望しているのか。第１点、「行政の首尾一貫

性である。」つまり、平成１６年度に最初の計画案が出されたときに検討委員会によって

審議していただくと。そういう意見具申を待って、正式決定するという手続きであった

と。当然今回も、検討委員会もしくはそれに準ずる組織、委員会によってその内容がチ

ェックされるべきであると。前回やって今回やらないというのがおかしいということで

すよね。第２点、先程言いました「計画の妥当性を中立、客観的な検討委員会みたいな

もの、第三者的機関によって審議されない限り、その妥当性を証明することは出来ない。」

ということですよね。第３点、もしこの計画が実施されるとするならば、この北千里小

学校だけじゃなくて、これは青山台小学校、そして古江台小学校、そして青山台地区、

古江台地区、いろんな人達の利害が固まるものですから、その中においていろんな要望

が出されるであろうと。その要望をくみ取るところがないだろうと、ただ単に説明会だ

けじゃくみ取れないだろうと。細かいところの要望をお互いに議論をしあって、決めて

いかないといけないんじゃないかと。そういう場がないんではないかということですよ

ね。最後に第４点、平成１６年度に出されたその計画案を検討するために、検討会議を

したわけですけれども、その検討会議のときに、いろいろトラブルがあったといいます

か、地域の対立が鮮明となったと。この地域対立というのは、現在でも続いているわけ

ですから、我々としては、このまま対立が残ったまま計画を推し進めるのは大変困ると。

どうにかして地域の和解の場がほしいと。そういう意味で市民会議、つまり第三者が入

ることによって、より中立公正な立場で我々両方ともの意見を聞いてもらう人がいて、

その人達の意見を聞けば、対立する人達も妥協点というか、ある程度、納得することが

出来るだろうと、振り上げたこぶしを下ろすことが出来るだろうと。それがないまま推
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し進められると、地域対立がずっと残ってしまうということですね。以上４点の意味か

ら市民会議は必要です。ぜひともそれを設けてほしい。説明会のときに、こう申し上げ

たところ北野理事からは、それだったら、「その北小ＰＴＡとして総意として、そういう

ものが出されれば、考えましょう。」ということだったものですから、我々は２月に総会

を開いたときに決議を出したんですね。その結果が今回は文書になったということです

よね。それでは、そのそちらが挙げられた理由から、１つ１つチェックしていくことに

したいと思います。まず第１点、アンケートを取られたということですよね。２年前、

検討委員会をするときに、アンケートって取られましたか。取っていないですよね。ア

ンケートを取ってちゃんと意見を聞いてくれているわけですよね。そのぐらいの民主的

といいますか、そういうちゃんと意見を聞いてくれるその態度を私達の方にも向けてほ

しかったと。この計画を実施する時に我々にアンケートでも取ってくれて、「皆が反対だ

ったら、この計画やめますわ。」というぐらい、同じようにやってくれると私達は大変う

れしいと思うんですけれども、なぜか我々には取ってくれずに、他の方達には取ってい

ただいたんですよね。だから全然、この点を見る限り主体性というものが見られません

ね。先程、北野理事のお話の中にこのアンケートを取るときに文章を送られたそうです

けども、どんな文章を送られたかは私達は知りませんが、その中に、「検討会議をする気

はないけれども」っていう文言があったんですか。これを確認しましょう。先程、そう

いう発言がございましたけれども。 
教 今日はそれぞれ市民会議で予定されていた市民会議のメンバーの方に対するこちらの

方からの照会依頼文書があるわけなんですけれども、それは今日は持ってきておりませ

んので、それをどういうふうに照会したかということは、そのコピーを見せれば、市役

所の説明がそれに代わるというふうに思いますので、それはまた後日資料で出させても

らいます。 
Ｆ まぁ確認は出来ないけれども、そういう発言があったということは事実ですよね。 
教 検討委員会を設置する考えがないというのは言っております。 
Ｆ そうですか。わかりました。そのときに、その文書の中に市民会議の意義について何

らかの説明があったんですか。 
教 市民会議の意義につきましてはそちらの方の決議文と、それから要請文がありますの

で、それを参考にしてもらったところです。 
Ｆ この資料２の部分に、市民会議の具体的な内容が書いてあるんですが、一番最後から

数えて２つ目のパラグラフのところに、「市民会議の意義についてすでに出された要望書

の中に繰り返し述べています。」ということで、実はその意義についてはもうすでに何回

も書いてあるので、ここでは書かないということになっているんですよね。ですから、

いくら要望書であるとか決議文を添付されましても、結局は市民会議の意義については

そこでは述べられていないわけです。だから、これをもらっても、何のために市民会議

を開くのかというのはまったくわからないと。なおかつ、「教育委員会は検討会はするつ
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もりはない。」と、「そういう意図はございません。」ということが書かれたうえに、意義

も何にも説明せずにこういうもの出されて、「はい、開きます。賛成です。」というよう

な答えを書く人は、よほど確信犯の人といいますか、ほとんど誘導していますよね。で

すから、アンケートを取って否定的な回答たくさん出たからとおっしゃっていますけど

も、こういうアンケートの取り方をしまして肯定的な結果が出る方がよほどおかしい。

ですから、アンケートのとり方自体が全然なっとらへんということですね。要するに、

誘導的なアンケートを行って、誘導的な結果が出たからって、それがその公正な結果で

すよというのはとても言えないということですね。ですから、第１点目に関しては我々

はとても受け入れることは出来ませんがいかがですか。 
教 安易に、我々、教育委員会の方で市民会議の意義を説明すると、それは曲がって理解

されても困りますので、我々としては出された資料、決議文と要請書を添付させていた

だいてで、それで、答えてほしいということですので、だから、今、Ｆ氏がおっしゃっ

ているように、我々としても極力そういう誘導するということについては、やっぱり避

けたいという意図がありましたので、検討委員会を設置しない考え、これは明らかにし

ていますので、その部分については説明をしておりますけども、あえて市民会議のこと

についてこちらから触れるということは避けております。 
Ｆ 多分、何も知らない人から見たら検討委員会も市民会議もよく似たものですから、検

討委員会しないって言っている人に、「市民会議開きませんか。」っていうことは、やっ

ぱり誘導的な質問になるんじゃないですかね。またその意義は書いてないわけですから、

まったくそれは、そのそちらの手落ちになるんじゃないんですか。かつ、説明すると誤

解を与えるということなんですけども、それではまったくその教育委員会の主体性とい

うものがございませんよね。 
教 一点、確認なんですけけれども、この要請書の中に、「すでに要望書の中で繰り返して

述べています。」というふうにＦ氏はおっしゃっているんですけども、我々はこの時点で、

要するにＰＴＡとして要望書をいただいたのは、決議文とこの要請書だけというふうに

思うんですね。その間、例えばＦ氏の個人名とかですね、そういう形でいただいたもの

はございますけど、それは、ＰＴＡの総意かどうかは我々としてはわかりませんでした

ので、あくまで照会依頼文については決議文とこの要請書に限って、それで市としての

見解を加えずに、アンケートをさせていただいたということでございます。 
Ｆ いづれにしても、要するに意義は書かれてないということは事実ですよね。だから、

要するに、ちゃんとした判断材料がないままに、そのアンケートをお取りになったとい

うことであると思いますけども。 
教 もし仮にアンケートを取った中で、市民会議とは何かというようなことが仮に求めら

れたら、それは我々は説明するつもりはありませんでしたので、もし、疑問があるんだ

ったら（北小）ＰＴＡの方に聞いてほしい、そういうつもりでございました。 
Ｆ 私達は元々、このアンケートを取ったということ自体も知らなかったわけですから、
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事前の相談も何もないわけですから、もし、見せてもらえれば何か言ったかもしれませ

んし、その上で照会依頼文を出されて、こういうアンケートの結果になったら、我々も

ちょっと文句のつけようがないかもしれませんけども、私達の知らない間にやっておら

れるわけですから、これに関して私達は何の責任もございませんし、ただ単に異議は書

かれてないと、なおかつ検討委員会はするつもりはありませんという文言があったとい

うことで、それは誘導的ですねというふうに私達は言っているんです。 
教 事前にアンケートすることについて、了解、説明は聞いてないということですけども、

これは我々としてどう判断すべきかということですので、我々が判断するにあたって、

やはりメンバーで要請されている方々のご意見をやはり聞いておく必要があるだろうと、

そういうことであらかじめ聞かさせていただきましたので、我々が判断するにあたって

必要な材料ということですので、あえて皆さん方の意見を聞こうと、了解を取ろうとい

うふうには考えていませんでした。 
Ｆ アンケートというからには、その関係者全員に配るのが筋合いであって、北小は賛成

であるのは目に見えているからということもあるかもしれないですけども、やっぱりそ

れは我々にも出すべきであって、それは我々にも出すべきだったと思いますね。そこら

へんにもやっぱり、ある種、ミスがあるとは思いますけれども。ですから、私達はアン

ケートの結果によって出来ませんよということについては、まったく納得出来ておりま

せん。それでは、第２番目、市民会議の設置目的や機能についての部分ですけども、ま

ず、第三者機関だから駄目だというような文言が目につくんですが、第三者機関といえ

ば確かに、一部の要望書では出ておりますので、それがないとはいいませんが、その文

脈というか、その内容について、かなりこじつけがあるように思えますね。私達は別に

行政から離れた独立した機関であるとして第三者機関として市民会議の設置を求めたわ

けではありません。あくまでも検討委員会に負えない位置づけであるというふうに認識

をしております。誤解があると思いますね。私達は検討委員会の位置づけで結構です。

行政とまったく独立した機関を、皆さんに求めるようなことはいたしません。我々はそ

のぐらいの判断力はもっております。そういう機関がほしかったら、私達は大阪府教育

委員会とか文部科学省であるとか、別のところへ持っていっています。皆さんに求めた

いわけですから、あくまでも検討委員会とまったく同じ位置づけで結構です。ですから、

そういう第三者機関ということで、まったく行政から離れたものをイメージしているわ

けではありませんので、それは誤解であると申しておきます。また、私達は繰り返し「そ

のような市民会議がなければ、この計画案の妥当性は証明できませんよ。」と言っている

んですよね。この回答では「いやいや、議会はチェックするからいいのだ。」というよう

な形で反論されておりますが、もし議会がチェックすると、議会がチェックすることで

公正性が担保されているというのであるならば、何でその２年前の平成１６年に検討委

員会を作ったんですか。だから矛盾しているでしょ。また、本当に議会のチェックで公

正性がチェックされるというのなら、こういった説明会すらも必要もありませんよね。
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いかがですか。 
教 前回設置をしました検討委員会というのは、あくまでも、その当時の教育長の、要す

るに法律用語になりますけれども、私的な諮問機関という形になりまして、仮にそうい

う検討委員会でどのような結論が出ようとも、それはあくまでも行政の内部の機関です

ので、それでもって、行政が案を作ったところで、政策を立案したところで、それが検

討委員会を通っていますからということでの証明にはならないわけですね。だから我々、

いろんな政策を立案する場合には、いろんな手段でその必要性を訴えていきます。その

中では検討委員会というような組織もございますけれども、唯一、それが政策として妥

当性があるというふうに判断しますのは、最終、議会の承認とそういうことでございま

す。 
Ｆ それ以前に当事者であるＰＴＡであるとか、地域の声をちゃんと聞いて議論する場が

あってしかるべきじゃないですか。議会がそういうことを全部できるんですか。議会が

チェックするのは議会の持っている権能によってそれをするのであって、議会がいちい

ち全部チェックするということは不可能であるわけですよね。それは当たり前のことで、

例えば予算案を全部チェックできますかといえばできませんよ。でも、それは議会の権

能としてそれをチェックするということになっているわけです。だからこそ、リプロセ

スというか、適正な続きというのが必要なわけですよね。その中で地域の声、ＰＴＡの

声をちゃんと聞いて、それで全体としての合意があってこそ、議会としてはそれを認め

ることができる。そういう手続きが大切なんじゃないですか。今それをすっ飛ばそうと

しているんじゃないですか。 
教 適正手続きについて今質問がありましたけれども、これは皆さん方に何も説明をせず

にいきなり議会提案をするという考えはありませんので、これまで平成１６年度から時

間を掛けてこういう説明会をしてきておりますので、それが適正手続きの一環だと思っ

ております。 
Ｆ 繰り返してもう一度言いましたけれども、これまでの説明会で言いましたが、こうい

う説明会で何ぼ言ったって議論は深まりませんと。ちゃんとした会議の場が必要ですと。

だから、それが市民会議なんですよと。いろんな地域の問題、教育の問題をそこで話す、

規模適正化を進めるうえで生じるいろんな問題をそこでこう話し合って、いろんな要望

を出すことが出来るという場っていうのは必要じゃないですか。                   

教 当然そういうふうに思っておりまして、平成１６年度は皆さん方の協力を得て、検討

委員会を立ち上げた。だから我々としてはその手続きの一環として、検討委員会を立ち

上げたわけですけれども、残念ながらそれはかないませんでしたので、だから私として

は、今現在ではそういう検討委員会を立ち上げる考えはないというふうに説明してきた

わけですけども、皆さん方ＰＴＡの総意で決議をされましたので、単に私の考えだけで

はなくて、いろんな意見を聞き、上司の判断をあおいで、最終的にお答えをさせていた

だいたということでございます。 

 31 



Ｆ 要するに市民会議を開かないということになれば、平成１６年度は検討会議のあの結

論というのは今でも生きているわけですよね。 
教 最終的にいろんな個人の意見の表明がありましたので、それはそれとして当然そうい

う意見だということについては認識しております。 
Ｆ というよりも、その検討委員会で結論が出なかった、意見具申が出なかったというの

が１つの結論でなるわけですよね。 
教 そうです。 
Ｆ そうですよね。だからそれはまだ生きているということですよね。つまり、その合意

が出来てないと。合意が出来ていないのに、その計画案を進めるということですか。 
教 もちろん、行政として検討会議を開いて、それぞれの委員さんのその合意で意見がま

とまれば、それは一番我々も望むところですけれども、残念ながらいろんな意見がある

中では合意に至らなかった。合意に至らなかった以上は、我々としてはそれは仕方がな

い。それでもって行政として判断していかなければならない、そういうふうに考えてい

ます。 
Ｆ つまり、検討委員会の結論っていうのは無視するというんですか。 
教 言葉のやりとりになっていますけども、我々は別に無視するとかそういうつもりはあ

りませんし、そういう事実を言っているだけの話ですので、だから先程も合意が出来な

かったということでおっしゃっていますけども、合意が出来なかったのはもちろん事実

ですので、これから、そういう合意が出来れば一番我々としても、ふさわしいというふ

うに思いますけども、それがかなわないときについては、それは仕方がないというふう

に思いますけども。 
Ｆ 要するに、無視するということですよね。だから、私も検討委員会のメンバーでした

し、今日、実は北小の検討委員は皆いるわけですよね。非常に多分腹立たしいと思いま

すよね。あれだけやって、結局、結論は出てないんですけども、出なかったという結論

についても無視されたと。じゃ、私達は何をやってきたのかっていうことですよね。だ

から非常に悲しいです、それは。一体何のためにやったのかと。 
教 Ｆ氏の見解ということで受け止めますけども、我々は私が理事になりまして、検討会

議の会議録を読ませていただきましたけれども、私が会議録から受ける印象では、北千

里小学校の関係の検討委員さんについては、出来るだけ議題の中身に入っていくような

議論ですかね、そういう提案は私はされなかったのではないかなというふうに読み取っ

ております。 
Ｆ それは、そのある部分では間違っていますよね。最後、私達は検討しようと言いまし

たよ。でも無視されました。よく議事録を読んでください。 
教 今のは私の見解ですので、私はそういうふうに読み取ったということです。 
Ｆ 結局、その検討委員会では、意見の調整が出来なかったと。むしろ、対立が起こって

いるわけですよね。それで、この対立というのは現在でも解消されていないし、解消す
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る場がないわけですよね。それで、何でこんな対立が起こったのか。その根源的な原因

は、そちらがお出しになった第２期実施計画（案）ですよね。それによって起こった地

域対立をこれからどうやって解消しようとお考えですか。 
教 検討会議で残念ながら教育委員会が意図しなかった、そういう結果と言いますか、そ

ういう現象が起きてしまった。これはもちろん我々が提案をしなければ、おそらく何事

もなかったということかもわかりませんけれども、しかしながら、青山台が置かれてい

る現状ということについて、教育委員会が目をつぶって、そのまま放っておくというの

はこれは行政の怠慢になりますので、我々としてそういう対立が起こったということに

ついては、これは我々としては当然、予期して望んだわけではないですけれども、起こ

ったことが教育委員会の責任と言われたら、それはもうそういうことかもわかりません

けども、ただ我々としてはそういうことを意図してやったわけではなく、青山台小学校

が置かれている現状について出来るだけ早く解決を図りたいということでもって提案さ

せていただきましたので、それはそういうふうにご理解いただきたいと思うんです。 
Ｆ その言葉をそのまま受け取ると、要するに、青山台小学校の規模適正化のためには、

青山台、古江台その両地区がもめてもよいということですか。 
教 先程から聞いていますと、Ｆ氏は言葉尻をとらまえて、その反論というか、ご意見を

おっしゃっていますけども、当然、今言われたようなことを教育委員会が望むわけがな

いです。しかし、そういうことでもって反論をされるということについては、言えば、

我々としても、そんな言い方をする必要はないだろうと、そこまで言わなければいけな

いのかというように、逆に、こちらの方の、立場というのは、そこまでおっしゃるんだ

なという、それは非常に我々としては心外ですし、そんな議論をここでしなければいけ

ないというのは非常に辛いです。 
Ｆ 私はこういうのは、そちらの答弁がちゃんと私達の求める答えになっていない。筋が

違うということです。私が求めたのは、元々「この地域対立をどうやって解決するので

すか。」っていうふうに聞いたんです。それで、北野理事が「いや、青山台小学校の規模

適正化ためにはこういうふうになりましたよ。」っていうだけの話であって、私の質問に

答えてませんもんですから、だから、ちょっとこう、まぜ返したわけです。ちゃんと答

えていただければこういう変なことは言いませんので、お気を悪くしたらごめんなさい

ね。私の質問に答えていただけますか。 
教 そういう、我々が提案したことによって、意見の対立があって、意見の相違がいろい

ろある。これは、今後一般的な話をしますけれども、やはりいろんな地域の中で、これ

からいろんな問題が生じる場合、やはり出来るだけ相手の意図を理解をすることによっ

て、それぞれの意見のすり合わせをするっていうんですかね、やはりそういうことがな

いと、単に意見の対立がということだけでもって、「どないしてくれんねん。」というふ

うにおっしゃっていますけども、やはり我々は子どもじゃなく、それぞれ大人なわけで

すから、やはり出来ましたら同じ方法に向かって、話が出来るようなそういう場を、我々、
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教育委員会もそうですけれども皆さん方もお互いにそういうことについては、努力する

必要があるだろうし、我々としてもそれを意図して望んでいませんのでね、そこはだか

ら、「どうしてくれるのか。」というようなことでございますけども、やはりそういうと

こは乗り越えたいというふうに思います。 
Ｆ だから、そういう場が必要であるということですよね。だから、私達は市民会議とい

う場を作ってほしいと、私達も地域と和解をしたいというわけです。 
教 だから、今後、そういう和解をするための機会があると、そして前のようなことには

ならないということが充分わかる場合は、それは当然、そういうことについても、再考

することについてはやぶさかではありませんけれども、今の時点では難しい、困難だと

いうことでお断りさせてもらっています。 
Ｆ 私達は市民会議を設置してほしいという要望している以上、開かれた市民会議をぐち

ゃぐちゃにかき回す気なんて毛頭ございません。自分達が開けと言ったわけですから、

要望した責任はもっていますので、感じていますから、我々は責任をもって会議が進行

するように協力いたしますよ。私達の方は具体的に市民会議という場を設定してほしい

といっているわけです。そちらは全然そういう提案がないわけですよね。あった方がい

いというふうにおっしゃっているだけで。やはり真剣に聞いていただきたい、それは。

そちらの提案によって地域が混乱したと、これは事実なんですよね。やはり責任をお感

じになっている以上、現状回復、もしくはそれに近い方向で何らかの仕組みを作ってい

くというのもやはり教育委員会の責任ではないんですか。 
教 今回、市民会議の意義については、そちらなりにいろんな考え方も出されて、決議文

もいただいて、それは我々としても、総意で纏められた以上、尊重して、それでいろん

な方のご意見も聞いてきたわけです。それで市民会議で要請されているメンバーの方々

のご意見が残念ながら今の時点では、資料に載せておりますとおり、そういうことです

ので、Ｆ氏がいくら望まれても、そういう考え方がある以上、現時点で市民会議を開い

たところで、それは前回の検討会議が失敗に終わってしまった、そのことの延長線上で

しかありませんので、だからいくら言われましても、我々としてはこのいろんな皆さん

方の意見を尊重させていただいて、ご回答させてもらったということです。 
Ｆ それも、冒頭に私は申しましたけれども、そのアンケート自体に偏りがあると思うん

ですよね。ですから、そのアンケートは根拠にならないと思いますよ。それで、そちら

としては何も提案がないわけですよね。何もしないというわけですよね。 
教 私が検討委員会を設置する考えがないと、１１月の説明会で説明させてもらいました

けれども、我々としてはこういう説明会、いろんな場での意見交換をすることによって、

私はその着地点を見出したいというふうに考えていますので、だから何もしないという

ふうな言い方というのは、それはちょっと理解できませんけれども。 
Ｆ でも地域との和解の場というのがどこにもないじゃないですか。こういう説明会で和

解になるんですか。 
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教 いえ、我々は今、示させていただいています代替案について、我々の希望としては、

単に反対されるということだけでは平行線になってしまいますので、だから一体どのよ

うにしたらいいのか、青山台小学校の過少化、あるいは地域と住区がずれていることに

ついてどういうふうに解消したらいいのかということの提案が１６年からやってきまし

たけれども、なんら提案がないわけですね。だから我々としては今の案がベストという

ふうに考えていますので、それを説明するわけで、そちらはそちらとして、我々の提案

している案の問題点だけを指摘されるだけの話ですので、現時点では平行線をたどって

おりますけども、やはり一定のこういう場で議論することによって、お互いの着地点を

見出す努力がやはり双方で必要だというふうに思うんですけれども、残念ながら今のと

ころはございませんので、だから、着地点を見い出すことが出来れば、それでもって地

域との中に対立があるとしましたら、そういうことについての解消は出来るんではない

かなというふうに思います。 
Ｆ だからそのような場として市民会議が必要じゃないんでしょうかね。我々は対立した

ままで終わすようなつもりは毛頭ございませんけれども。 
教 またその話が循環になっていますけれども、Ｆ氏としてはそういう対立の場を解消す

るのが市民会議だと、ところが逆に市民の皆さん方はそんな市民会議では対立は解消さ

れないというふうにおっしゃっていますので、だからこれは、そういう場がやはり地域

の方も我々も皆さん方も皆必要だということになりましたら、当然そういう場の設定は

今後出来るんではないかなというふうに思います。 
Ｆ 今、何もしないというふうですよね。でも、市民会議以外のものも提案はございませ

んよね。だから何もしないということですよね。こういうことですよね。つまり非常に

無責任ですよね。だから、皆さんが平和な我々の町にやってきてぐちゃぐちゃにしてし

まって、後はそのままほったらかしっていうことになるわけですよね。非常に行政とし

て無責任じゃないですか。 
会場より 前回の検討委員会で何回も僕達はこの案の矛盾点を言っているんですよ。この

矛盾点に対する答えが、努力とか何か公表するとかいうのをされてないでしょうか。だ

から、そのことでずっと平行線のままなんですよ。私達が反対ばっかり言うんじゃなく

て、私達はこの計画案に対しての矛盾点っていうのを出していますから、それにあなた

達は本当に実行力をもって、何か矛盾点を解消するようなことをされてないじゃないで

すか。されていたら、もう少しマシなものが出てくると思います。僕達は地域のコミュ

ニティというのは大切だと思っています。僕も今人権の協議会である程度活動させても

らっています。他にも、青少年指導員もしましたし、地域のコミュニティというのは子

どもを育てるために大切だと思っていますけれども、あなた達の言うのは、ずっと聞く

だけで同じことばっかり僕達に押し付けるから、だからこうやって平行線のままなんで

すよ。もう少し矛盾点があればそれを解消する努力をされたらどうですか。 
教 検討委員会でそのときの経過をおっしゃったわけですけども、検討委員会というのは、
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あくまでも教育委員会というのは事務局側にまわりまして、全体のとりまとめというの

は地域の方でやっていただきたいと。だからいろんな資料を求められたら、もちろん事

務局として用意をさせていただきますけども、検討委員会というのは地域が主体となっ

て地域のことは地域で決めてくださいよということで、お願いをした会議ですので、そ

れが今おっしゃったような、何もしなかったという批判かもわかりませんが、我々がそ

のときに置かれていた立場というのはそういう立場で、側面的にそういうサポートをさ

せていただいて、地域で決めてほしいということで、そのときは問題を委ねたつもりな

んです。だから、その後また何もしないとおっしゃっていますけども、我々としまして

は先程も言いましたように、この案を提案させてもらっている中では、これが最終決定

というようなことは一回も言ってないんです。だから、出来るだけお互いの着地点とい

うんですか、お互い皆さん方が納得できるようなそういう解決方法がないものかどうか

ということは、逆にこちらの方から言っているわけですから、だからそういうふうにま

とまるというんですかね、そういうことが仮に地域の対立があるということでしたら、

それが一番解決方法になるのではないかと思っています。 
Ｆ ですから、その着地点を探すやり方として、こういう形の説明会を１００回開いても

出来ないと思うんですよね。ちゃんとした代表者が集まって、その地域の問題、学校の

問題をトータルに考えて、それで「この案を進めるんだったら、こういうことを聞いて

ほしい。ああいうことを聞いてほしい。」と、いろいろ要望出して、そしてその地域の合

意をまとめるという場っていうのが絶対必要じゃないですか。こういう説明会で善しと

は出来ないでしょ。 
教 やはりこういう全体の説明会で、もちろん物事をまとめていくっていうのは、Ｆ氏が

おっしゃっているように非常に難しいというふうに思います。だから、我々としては、

当然、例えば特別部会の方々、あるいはＰＴＡの役員の方々そういう方々と個別に話し

合う中で、提案をそちらの方からしていただければ、我々もそれで検討させてもらいま

すよというには言っているわけですけれども、今のところそこまで至ってないのが現状

でしょうね。 
Ｆ 今、北野理事がおっしゃったことというのは、散々私も聞きましたけれども、何回も

繰り返し申し上げますが、ＰＴＡの本来の役割からして、「この案にせよ。」という提案

は難しいですよと。だから、それは市民会議のような別のところで、ＰＴＡとはまった

く別のところで、機会を設けていただければ、私も個人的な提案はいたしますというこ

となんです。この場では非常に難しいだろうと。だからあなた達が提案しないから駄目

なんだろうといわれてもＰＴＡとはそうなんですから、それは木に登って魚を求めるの

に等しいわけです。 
教 Ｆ氏がずっとそういう主張をされているというのは、それは私が関わった時点からそ

ういうふうにおっしゃっていましたので、それはＰＴＡの立場というのはもちろん、そ

ういうところではないという一つの考え方というのはわかるんですけれども、やはり３
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年間こういろいろやってくる中で一向に並行線をたどってる中では、そういう考え方だ

けで固執されてるということでは、やはり物事が前にいかないと言いますか、やはり仮

に市民会議で、例えばメンバーとして、ＰＴＡの会長が参加される場合、ＰＴＡとして

同じようなことでしたら、そこでやっても、何ら提案がない以上、そういう形になって

しまいますし、それこそ、ＰＴＡの総意として提案するということが非常に難しいので

あれば、いろんなやはり、会議をする上ではいろんな段階があるわけですから、その段

階の中で意見表明があっても私は別にそのことについて、ＰＴＡの皆さんがおかしいと

いうことでＦ氏を責められるということはないというふうに思うんです。 
Ｆ あまりこの話をやりたくないんですけれども。時間が無駄なものですから、これは原

理原則なんですよ。つまり私達は他のＰＴＡ、他の子ども達の運命を決めることは出来

ませんということなんです。そこで、私達はＰＴＡとして、組織としてそんな権限はま

ったくないわけだから、そこはもう言えないということです。そこで我々がそういうこ

と言ったら他のＰＴＡの人達は、他の小学校のＰＴＡの人達は、それは気分悪いですか

らね。それは逆の立場になったらわかりますから。それは出来ませんよということなん

です。ですから、こういう場では絶対言えないということです。これ以上、この話をし

ても無駄だと思うんで、もう最後の第４点に対する反論をやります。そちらの反論では、

市の職員が入ると公正中立性が失われるというような形で私達の提案を受けられないと

いうようなことをおっしゃっていましたけども、検討委員会のときには、中学校、小学

校の校長先生達は来たわけですから、要するに、校長先生達も市の職員ですよね。だか

ら皆さんの書いておられることは矛盾していますよと。自分達の管轄下の人だったらい

いけれども、自分の管轄下でないものは駄目だというようなことだったら首尾一貫性が

ないでしょ。 
教 前回検討委員会では学校長に入ってもらいましたけれども、これはやはり教育現場と

しての意見をその場で言ってほしいというそういうことで入っていただいたわけですけ

れども、我々行政の人間が入るということについては、それは施策に我々はかかわって

いますので、だからそういう職員が施策の議論をする場で入るというのはふさわしくな

い。むしろ学校の先生は、もちろん教職員でありますけれども、そういう施策に直接携

わって、物事を考える立場ではありませんので、学校の教育現場としてどうかというこ

とでの意見表明ということで、それぞれ入っていただいたということで、だから立場的

には違うと思います。 
Ｆ それは同じことであって、我々も都市計画の専門家としてお呼びしたらどうですかと

いうことですから、まったく関係ない人を呼んでこいというわけじゃないわけですから。

やはりそのへんは同じことだと思います。それは理由ならないと思います。 
教 都市計画の専門家とか、それから開発指導経験者の見解ということでメンバーを要請

されていますけれど、これらの職員は先程も言いましたように、行政がいろんなことの

施策を考える立場の人間なわけです。だから、仮に彼らが入って個人的な意見を述べた
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ところで、それはやはり行政として参加している以上、個人の意見を表明するというこ

とには、そこにはなりませんので、だから、それについては我々は法律等で要請されな

い限り、職員がそういう場に参加をするというにはふさわしくないと。それと違って先

程の繰り返しになりますけれども、学校の先生というのはやはりそういう教育現場とし

ていろんな経験をふまれていますので、そういうことの意見の表明というのは出来ると

いうふうには思いますけれども、我々行政の人間というは施策と密接に関わっておりま

すので、そういう個人の意見を表明するということについては立場上、非常に難しい立

場になってしまいますので、だからこういうのは通常は考えてないし、考えられないで

すね。 
Ｆ でも学校の先生もやはり行政の一員としていらっしゃるわけですから、同じことだと

は思いますけどね。それは理由にはならないと思いますよ。だから他の行政の職員が入

ってくるから駄目なんだというのは、それは学校の先生だって多分入らない、厳密にい

うと入れないですよね。 
教 そこで、Ｆ氏がそういうふうに主張されるんだったら、その通りですし、今後仮に検

討委員会なり市民会議を再考する場合については、そういうご意見をふまえて、そうい

うふうにさせてもらいます。 
Ｆ ということで以上４点、私の方から全て反論させていただきました。ですから、以上

の結論を申しますと、そちらのあげられている反論というのは反論になってないという

ことで、地域間の対立をどう解消するか、そして、これから計画を進めるにあたって、

どうやって、どういうような要望を取り入れてくれるのか、そういうトータルな場です

よね。この計画案が本当にいくかどうか、もっといいものがあるのかないのかっていう

ことを考える場というのがやはり必要であると私達は考えます。したがって、もう一度

市民会議のことを再検討していただきたい。いかがでしょう。 
教 現時点では回答させていただいた通りですので、そういうＦ氏の意見があったという

ことについては、上司に報告しまして、こういう意見があったと、そういうことの検討

はしてみたいと思います。 
Ｆ いちおう検討していただけるということですか。 
教 いえ、市民会議を検討するんじゃなく、そういう意見があったけれども、Ｆ氏の意見

についてどう考えるかということについての検討はさせてもらいます。 
Ｆ じゃあまた再交渉ですかね。再交渉ということになるんですか。 
教 いえいえ、現時点では考えていません。 
会場より 硬直したままですやん。全然そちらの方が僕達の言っていることを受け止めて

くれませんしね、このままじゃずっと平行線のままですやん。何か解消しようと思って

はるんですかね。たまたまＦ氏が、そういうふうに検討委員会を開いてくれと言われて

いますけども、代表で言うてくれてはるんですよ。ですから１人１人名前挙げないとい

けませんか。 
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教 いや、そんなつもりはないですけれども、我々としては。 
会場より Ｆ氏ばっかりがおかしいような、Ｆ氏が言っているから、Ｆ氏の話だけと言い

はりますけれども、そういう言い方はやめて、もう少し検討したらどうでしょうか。 
教 だから、市民会議の提案はそれはいただきましたので、私だけの見解でお答えすると

いうのは、これは決議をされた以上、そこでとどまるわけにはいきませんので、私は私

なりにいろんな意見の考えを聞いた中で、最終、教育委員会のまとめをさせてもらいま

したので、だからそういうことで、現時点で市民会議を設置する考えはないというふう

に回答もしていますし、説明もしていますので、だから今日Ｆ氏がいろんな反論をされ

ましたので、その反論について、それはやはり、持ち帰って具体的にどういうことかと

いうことについては、その意見をいろんな検討する必要があるだろうというふうには思

います。だからといって、今ただちに市民会議を設置するとか、検討するとかそういう

ことは出来ませんし、そのつもりも今のところはありません。 
Ｆ そういう名称は市民会議でも何でもいいんですけれども、そういう地域、ＰＴＡとか

そしていろんな人が集まって協議する場というものをつくっていただきたい。 
教 別に名称は何もこだわっていませんけれども、そういう要望があったということで、

今日はとどめたいというふうに思います。 
Ｆ その回答はまたいただけるんですか。 
教 いや、現時点ではその回答は用意しておりませんので、仮にそういうふうにおっしゃ

っても、我々としては文書で回答させてもらった域をでないと。ただ、いろんな考え方

を今表明されましたので、そのことについては持ち帰ってどういう論点かということに

ついては充分に吟味させてもらいたいと思います。 
Ｆ ですから、その吟味したアクションはどうなっているかということです。もう一回話

し合いの場を設けてもらうんですか。 
教 説明会はこれから、これで終わりとか別に何も言っていませんので、いろんな場で説

明する場があるだろうし、例えば特別部会とか、いろんな形での話し合いがありますの

で、だから、そういうことについてはこれからも話は出来るというふうに思います。 
Ｆ じゃあ市民会議、Ａ氏からもいろいろ宿題はございましたし、引き続きこの問題をこ

の説明会で話し合うということですね。 
教 説明会につきましては、今回もそちらのほうから市民会議の設置について説明してほ

しいという要請がありましたので、当然我々としては説明をしたいと思っておりますの

で、我々としても今後説明会は、まだ現時点では平行線をたどっておりますので、ぜひ

ともしたいというふうに思っております。 
Ｆ じゃあ、引き続き説明会でこの問題を取り扱うということですよね。そういう理解で

よろしいですね。 
教 我々が取り扱うということではなくて、そちらの方から提案されている部分について、

我々なりの検討を加えて、もしそういうことについて、再度、いろんな説明が求められ
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たら、当然我々として説明をしなければいけないというふうに思います。 
Ｆ ということで、今後の説明会で話し合いは継続されるということですね。以上の理解

でよろしいですね。 
 
会長 最後にちょっとまとめるというか、いちおうご理解いただきたいのは、北千里小学

校の保護者の方の中で反対意見があると。反対意見をされている方の一番根本にあるの

は、適正規模の小学校なのになぜ廃校にならなければならないのかという、ただ単純に

そのことだけが一番最初にあったことだと思うんです。その問題を考えていき、煎じ詰

めていくと、どうやら街づくりというのが大きな問題としてあると、要するに青山台と

いうその地域の再生、あるいは古江台というその地域の再生というのが問題として大き

く横たわっているということが、私達もこの問題を取り上げていく時にわかってきたと。

何故かというと、北千里小学校というのは出来た経緯もありますし、現在２つの地域に

またがった小学校であり、逆に言うと、地域というバックグラウンドをもたない小学校

だというふうに言えます。これはひょっとすると、非常にめずらしい小学校かもしれな

いです。そうした中で、「吹田市の町づくりというのはどうなっているの。」という考え

がそちらの方にいきましたし、もっと言うと「千里ニュータウンっていうのは今後どう

していくの。」というようなところも、当然、疑問として沸いてきたわけです。しかし、

今回の今日のこの説明会でも明確なご回答はいただけなかったと思いますし、結果的に

納得のいくようなご回答はいただけなかったと。それで、教育委員会の方にとっても、

私達の側では教育委員会の方のおっしゃっておられる主張は理解しました。是か否かは

それは別としまして。教育委員会の方にとっても、今日もここに集まっている保護者の

方々に納得のいく説明をする事が出来なかったと、それはご理解いただきたいなという

ふうに思っています。したがって今後も対話をしていくということにおいては、平行線

の中で続けられていくんだろうなというふうに思います。その一番背景にあるのは、や

はり私はこの千里ニュータウンという町が今後どうなっていくのかというのが非常に曖

昧で、たまたま、この北千里小学校というのは２つの地域にまたがった小学校であるが

ゆえに、こうした問題にぶち当たりましたけれども、今後の町づくりという視点が明確

にならない限り、この小学校の問題というのは残っていくんじゃないかなというふうに

考えています。極端な言い方をすると、北千里小学校がなくなったとしても、この小学

校で私達が思い悩んだ悩み、あるいは憤りかもしれません、それはあるいは悲しみかも

しれません、そういったものはなくならないということですね。それは、この町がどう

なっていくのか明確でない限り、私達が思い悩んでいたことというのは、今後もずっと

引き継がれていくだろうと。この小学校がなくなっても違う形になって、それは出てく

るんではないかなというふうに感じています。具体的には例えば、この小学校がなくな

ったとして、跡地問題になったときに、また地域でもめるんではないかなというふうに

思っていますし、それは大いに市の行政の方々に責任があるんではないかなというふう
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に感じております。まとめみたいな感じでしたけれども、以上で私達のほうからの質問

は終わりましてマイクをお返ししたいと思います。 
 
教 本日は長時間にわたりましてご意見どうもありがとうございました。以上をもちまし

て説明会を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 
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